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第１章第１章第１章第１章    調査の概要調査の概要調査の概要調査の概要 

 

１－１ 調査の背景 

バングラデシュ人民共和国（以下「バングラデシュ」国と記す）は、国連ミレニアム開発目標

（Millennium Development Goals：MDGs）の達成に向け、特に母子保健分野での取り組みを強化

してきた。この結果、5 歳未満児死亡率及び乳児死亡率は、2015 年までの目標達成が見込まれ、

妊産婦死亡率は、2001 年の 322/10 万出生から、2010 年の 194/10 万出生へと 40％の減少という目

覚ましい改善がみられる。しかし、妊産婦死亡率の目標（143/10 万出生）を達成するためには、

今後も貧困層の女性による熟練分娩介助師や医療施設での分娩サービスの利用向上に向けたさ

らなる努力が必要である。 

このような背景の下、JICA は、バングラデシュが各国ドナーと共同で実施中の包括的な保健プ

ログラムである第 3 次保健人口栄養セクター開発プログラム 2011-2016 年（Health, Population and 

Nutrition Sector Development Program 2011-2016：HPNSDP 2011-2016）の枠組みのなかで、特に母

子保健を支援の重点分野と位置づけ、技術協力「母性保護サービス強化プロジェクト（Safe 

Motherhood Promotion Project：SMPP）フェーズ 1（2006～2011 年）、SMPP フェーズ 2（2011～2016

年）を実施している。SMPP フェーズ 2 では、フェーズ 1 で実施された住民組織化による保健活

動強化など、国家事業として認められた活動の広域展開の支援をめざしている。あわせて、

HPNSDP 2011-2016 の運営支援を行うべく、2012 年より 2014 年まで保健家族福祉省（Ministry of 

Health and Family Welfeve：MoHFW）計画局に保健アドバイザーを派遣し、包括的な支援を提供

した。 

バングラデシュでは、上述のとおり母子保健関連指標が順調に改善している一方で、疾病構造

の変化や住民ニーズに基づかない保健予算配分、公的医療サービスの質の低さ、保健人材不足と

不均等な配置問題など、保健システム全体が依然として脆弱なままである。なかでも保健システ

ムの根幹を成す保健人材に関しては、長期的な保健人材育成戦略が立てられてこなかったことに

より、主な医療従事者である医師、看護師、助産師数が 1 億 5,000 万人を超す総人口に対し絶対

的に不足している。そのため医療人材の配置は都市部へ偏り、地方の公的医療施設で提供されて

いる医療保健サービスは質・量ともに不十分との多くの指摘がある。 

特に公的医療機関における看護師数は、看護職公務員の採用が数年間停止していたため、定員

1 万 8,000 名のところ 3,000 名の欠員状態が慢性的に続き、医療現場でのサービス提供に深刻な影

響を与えてきた。ハシナ首相は、2009 年の就任演説で看護師不足の問題に言及し、5,000 名の看

護職増員を公約し、政府として対応策を打ち出すことを宣言した。その後 2013 年には新規雇用

枠創設により合計約 8,000 名となった看護職空席に対し、看護職公務員採用を再開し約 4,000 名

を雇用したが、残り 4,000 名を超える欠員も早急に充足する必要がある。それでも全人口に対す

る看護師数は絶対的に不足しており、看護人材問題の根本的な解決は財政面を含めた長期的な保

健人材育成戦略策定と、その着実な実施が不可欠である。なお、この改善は、医療施設に勤務す

る臨床看護師についてのみであり、日本の保健師に代表される地域レベルでの公衆衛生を管轄し

ている看護職は、県保健事務所に 1 名配置するに限られている。 

看護師の量の拡充に並行し、バングラデシュ政府は、看護師の質の向上をめざし、2008 年に看

護教育制度の改正を行った。この改正では、従来 4 年制であった看護ディプロマ課程を 3 年制看

護ディプロマ課程に変更したのに加え、4 年制看護学士課程制度の導入とディプロマ課程卒業の
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登録看護師が数年の実地経験を積んだあとに編入することができるポストベーシック看護学士

課程（2 年制）の実施校を増加し、看護師の技術と知識の向上をめざしている。また、看護教育

機関への入学の条件を中期中等教育修了認定〔Secondary School Certificate：SSC（10 年）〕から後

期中等教育修了認定者〔Higher Secondary School Certificate：HSC（12 年）〕へと引き上げた。ま

た助産分野では 2012 年に国際基準を満たす 3 年制の助産師ディプロマ課程が開設されたととも

に、助産師不足へのより即効的な対応策として、現任看護師を対象とした 6 カ月の短期助産師コ

ースも実施されている。本調査実施中には、新規創出されるディプロマ助産師を公的医療機関で

雇用するための措置として、政府は、助産師公務員枠を新規創設し、2019 年までに 3,000 名の助

産師を段階的に雇用し、全国の郡及びユニオンレベルの医療保健施設へ配置すると発表した。 

このように看護及び助産人材の増加のための枠組みが改善されている一方で、教育現場では教

員の人数及び能力、施設等の拡充が追い付いていないのが現状である。特に、看護学生の臨床実

習教育には教官の指導能力の不足、実習病院における受入態勢の不備など、実践面での課題が大

きい。これらの課題の対応には、バングラデシュ政府とドナー機関のさらなる協力が必要とされ

ている。 

 

１－２ 調査の目的 

本調査は、看護人材育成に関するバングラデシュ政府の政策とその進捗状況について基礎情報

を収集するとともに、看護教育における看護学士課程、ディプロマ課程及び現任看護研修（ポス

トベーシック）の内容についての詳細、看護学生の進路等の情報、さらに公立病院における看護

サービスの実態把握を行った。 

また、バングラデシュにおいて急増する私立医療施設数とそのサービス内容及び質に関して、

可能な限り実情を把握した。 

本調査は、上記の情報収集を通じて得られた知見を基に、日本による支援の可能性が見込まれ

る内容及び支援対象機関・支援候補地を抽出することを目的とするものである。現地調査は 2 回

に分けて実施し、第 1 次調査及び第 2 次調査での調査目的はそれぞれ以下のとおりである。 

 

（1）第 1 次調査 

① バングラデシュ政府の実施機関・実施体制の現状分析に基づく課題を分析・抽出 

② JICA プロジェクト、及び他ドナー案件との連携及び教訓提言を整理・分析 

③ JICA における看護師支援戦略（短期、中期、長期）を提案 

 

（2）第 2 次調査 

① JICA 調査団から第 1 次調査の総括内容をバングラデシュ関係機関と共有するとともに、

情報収集の一環として JICA 直営団員とバングラデシュ看護職による意見交換会を開催 

② 上述の情報収集結果を基に JICA 直営団員と案件計画概要を策定し、バングラデシュ側

と協議を実施 

③ 上記協議結果を協議議事録（Minutes of Meetings）として取りまとめ、署名交換を行う。 
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１－３ 調査団構成及び調査日程 

（1）調査団構成 

調査実施にあたっては、下記に示すとおり、「看護行政」「看護学教育」「母性保護学」「病

院サービス」の 4 分野について外部有識者から成る専門団員の協力の下、それぞれの専門分

野における知見に基づいて調査内容全般に対して助言を得た（付属資料 1～3：第 1 次調査団

員所感を参照）。 

 

 担当分野 氏名 所 属 

JICA 直営団員 

1 総括/団長 富田 洋行 JICA バングラデシュ事務所 次長 

2 看護行政 望月 経子 山梨県立大学看護学部 助教 

3 看護教育（看護学教育） 岡田 彩子 兵庫県立大学看護学部 准教授 

4 看護教育（母性保護学） 渡邊 聡子 兵庫県立大学看護学部 講師 

5 病院サービス 藤牧 貴子 
神戸大学医学部付属病院 

看護部管理室 副看護師長 

6 協力企画 平岡 久和 JICA 人間開発部保健第四課 

7 調査企画/事業計画策定 田中 顕治 JICA バングラデシュ事務所 

8 
インハウスコンサルタ

ント 
恒川 恵子 JICA バングラデシュ事務所 

コンサルタント団員 

9 業務主任 村松 啓子 
（株）シー・ディー・シー・インターナシ

ョナル 

10 保健人材 日浦 瑞枝 

（株）シー・ディー・シー・インターナシ

ョナル※ 熊本大学大学院 生命科学研究

部 からの補強 

11 保健システム 貝瀬 香織 
（株）シー・ディー・シー・インターナシ

ョナル 

 

（2）現地調査期間 

当初、2013 年 12 月から現地調査開始を予定していたが、2014 年 1 月 5 日に実施されたバ

ングラデシュ総選挙を前に、2013 年末から与野党間の対立が激化し、現地調査の延期を余儀

なくされた。その後しばらくの期間、野党による抗議活動等が続いたものの、暴力的な抗議

活動の可能性が低くなったため、下記日程にて本年 3 月より現地調査を開始した（付属資料

4：現地調査日程表参照）。 

 

1）第 1 次現地調査 

JICA 直営団員：2014 年 3 月 26 日～2014 年 3 月 30 日 

コンサルタント団員： 

業務主任：2014 年 3 月 16 日～2014 年 4 月 5 日 

保健人材：2014 年 3 月 15 日～2014 年 3 月 28 日 

保健システム：2014 年 3 月 26 日～2014 年 4 月 5 日 
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2）第 2 次現地調査 

JICA 直営団員：2014 年 5 月 2 日～2014 年 5 月 9 日 

コンサルタント団員： 

業務主任：2014 年 4 月 25 日～2014 年 5 月 10 日 

保健人材：2014 年 4 月 26 日～2014 年 5 月 2 日 

保健システム：2014 年 5 月 5 日～2014 年 5 月 10 日 

 

１－４ 調査の枠組み 

（1）調査対象地域 

調査対象地として、首都ダッカを中心に行政、看護教育実施機関及び医療機関を踏査し関

係者から情報を得た。さらに、マイメンシンやチッタゴンとその周辺を踏査し、地方都市の

状況を調査した。なお、看護師教育の実情を調査するため、下記のとおり、異なるレベルの

看護教育機関と看護教育臨床実習及び医療サービスの現場である病院を踏査した。 

① 4 年制看護・助産学士課程の国立看護大学と医科大学病院 

② 3 年制看護助産ディプロマ課程を実施する看護学校と県病院、郡病院 

③ 2 年制現任看護研修（ポストベーシック）を実施する国立看護大学 

 

（2）関係官庁・機関及び踏査先（付属資料 5：面談者リスト参照） 

1）関係官庁・機関 

① 保健家族福祉省（Ministry of Health and Family Welfare：MoHFW） 

② 看護サービス局（Directorate of Nursing Services：DNS） 

③ 保健サービス総局（Directorate of General of Health Services：DGHS） 

④ バングラデシュ看護審議会（Bangladesh Nursing Council：BNC） 

 

2）教育機関、病院（付属資料 6：看護教育機関・病院の踏査結果参照） 

a）ダッカ近郊 

① ダッカ医科大学（病院）〔Dhaka Medical College（Hospital）：DMCH〕 

② ダッカ看護大学（Dhaka Nursing College） 

③ ボンゴボンドゥ・シェイク・ムジブ医科大学（Bangabandhu Sheikh Mujib Medical 

University：BSMMU） 

④ ムンシゴンジ県病院（Munshigonj District Hospital） 

⑤ ムンシゴンジ看護学校（Nursing Institute, Munshigonj） 

⑥ モハカリ看護大学（College of Nursing, Mohakhali） 

⑦ マイメンシン医科大学附属看護学校（College of Nursing, Mymensingh Medical College） 

⑧ イースト・ウェスト看護大学・学校（East-West Nursing College and Institute ） 

⑨ 山形ダッカ友好病院（Yamagata Dhaka Friendship Hospital） 

⑩ バングラデシュ私立医科大学協会（Bangladesh Private Medical College Association：

BPMCA） 

⑪ バングラデシュ医師・歯科医審議会（Bangladesh Medical and Dental Council） 

⑫ アップデート歯科大学（病院）〔Update Dental College（Hospital）〕 
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b）チッタゴン近郊 

① チッタゴン医科大学（病院）〔Chittagong Medical College（Hospital）〕 

② チッタゴン看護大学（Chittagong Nursing College） 

③ フォジュダルハット看護大学（Fouzderhat Nursing College） 

④ チョッタグラム・マ・オシシュ病院附属看護学校（Chittagong Maa-o-Shishu Hospital 

Medical College and Nursing Institution） 

⑤ ジェミソン・レッド・クレセント看護学校（Jemison Red Crescent Nursing Institute） 

⑥ チッタゴン県保健局（Chittagong Civil Surgeon Office） 

⑦ チッタゴン一般病院（Chittagong General Hospital） 

⑧ コックスバザール医科大学・同県病院附属看護学校（Cox's Bazar Medical College and 

District Sadar Hospital and Nursing Institution） 

⑨ ハタジャリ郡病院（Hathazari Upazila Health Complex） 

 

3）ドナー機関 

① 在バングラデシュ日本国大使館 

② JICA バングラデシュ事務所 

③ カナダ政府外務・貿易・開発省（Department for Foreign Affairs, Trade and Development：

DFATD, 旧 CIDA）バングラデシュ事務所 

④ 世界保健機関（World Health Organization：WHO）バングラデシュ事務所 

 

（3）調査の方法 

本調査では、日本国内準備作業及びバングラデシュ現地調査から同国の医療保健制度、医

療保健人材、医療保健サービス提供体制、HPNSDP2011-2016 の情報を包括的に概観したうえ

で、看護に関係する政策、制度、戦略、及び教育と臨床の実施体制に焦点を当て分析をした。

さらに分析結果に基づき、JICA 直営官団員として調査に参加した看護行政、教育、臨床の専

門家との協議をし、わが国の支援の方向性を検討した。以下に調査の流れを示す。 
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出所：JICA 調査団作成 

図１－１ 作業フロー 
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看護政策及び看護行政は MoHFW の管理部門のひとつである病院・看護局が管轄し、 実施部

門である看護サービス局（DNS）が決定された政策に基づき行政事項を実施している。なお、看

護職を含む保健人材政策及び戦略作成等の省内横断的な人材施策責任は、管理部門のひとつであ

る総務局下に設置されている人材管理ユニット（Human Resource Management Unit：HRM ユニッ

ト）に課されている。総務局の長には次官補佐（事務）（Additional Secretary, Admin）が、HRM

ユニットの長には MoHFW 管理部の計画局長や病院看護局長と同じ職位の Joint Secretary が配置

されている。したがって、看護人材に関する政策協議が開催される場合は、MoHFW 病院看護局、

総務局（HRM ユニット）、及び DNS が主要な役割を担う。 

臨床医師・看護師の配置先である病院には財政や人材、医療資材の調達などの裁量権は委譲さ

れておらず、中央政府が管轄している。県病院以下の保健医療施設や県病院付属看護学校の事務

管理は、地方保健行政機関である県保健局長（Civil Surgeon
2
）や家族計画副局長（Deputy Director 

Family Planning）が担当するが、県・郡病院に配置される看護師を含む医療人材採用に係る決定

権は募集、人選及び配置に至るまで中央の実地部門である DGHS、DGFP 及び DNS が保持してい

る。県保健局には、公衆衛生看護師（Public Health Nurse）が 1 名配置されており、県保健局長の

業務を補佐する位置づけとなっている

3
。 

以下、看護政策及び看護行政の中心的役割を担う DNS、看護教育のカリキュラム策定・改正や

教育機関の審査登録・監督、看護師登録を管轄しているバングラデシュ看護審議会（BNC）の現

状について記述する。 

 

２－２ 看護サービス局（DNS） 

看護サービス局（DNS）は、保健家族福祉省の 1 部局として、1981 年に看護師・助産師の教育

並びに活動に係る政策策定・行政執行の権限を DGHS から分離・独立する形で設立された

4
。DNS

は、看護教育の制度管理、看護師の育成及び看護サービスの質の向上をめざし、他局の長と同様

に国家保健政策策定委員会の委員となっている。 

DNS の主な業務は、以下のとおり。 

 

表２－１ DNS の主な業務 

・ 看護にかかわる計画及び政策策定 

・ 公立の看護教育及び看護サービスに従事する看護師及び他従業員の管理 

・ 教育（卒前教育と高等教育）と現任教育 

・ 予算編成、会計管理 

・ 看護教育機関及び看護実習生の寮の設置及び維持 

・ 調達、入札 

・ 開発プロジェクト/プログラムの計画、実施、管理 

・ 他省庁、保健家族福祉省、国内及び国際機関との協力と調整 

・ 人事（採用、配置、昇進、異動） 

                                                        
2 県保健局長が県病院長を兼務する場合が多い。 
3 看護師の職務記述書（Job Description 2006）及びチッタゴン県保健局での聞き取りによる。 
4 Annual Report, Directorate of Nursing Services 2010-2012（Ministry of Health and Population Control, ［Order No. ME-N/1-19/80/92

（105）dated on 02.02.1981］及び［Order No. ME-N/1-19/80/325 dated on 15.05. 1981］） 
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・ 学生の入学関連業務 

・ 看護教育及びサービス分野での最優秀機関への表彰 

・ バングラデシュ看護審議会（BNC）との調整 

出所：DNS Official Web Site,2014 年 6 月 13 日 

 

DNS の組織体制は、局長の下に、2 名の

副局長が配置され、おのおの看護行政と看

護教育を担当する形となっている。DNS に

は 60 名弱の職員が配置されているうち、局

長を含む 5 名のみが看護師資格を保持する。

残る 55 名は会計士やタイピスト、ドライバ

ー、清掃員等であり、実質的に行政執行の

中枢は上述の 5 名が担っているといえる。

本調査実施時（2014 年 3 月）には、DNS 直

属の上記 5 名の職員のほか、4 名が主に看護

教育機関から代理（deputation）派遣されて

おり、業務を補佐していた。 

MoHFW 下の医療施設では医療保健人材

が「代理（Deputation）」という名目の下、

他機関へ派遣されている例が多くあり、代

理として派遣された職員の元来の席が実際

は空席になっている状態がある。特にへき

地の医療機関に配置された医師が代理とし

て実際には都市部の医療機関で勤務する例

も多くあると報告されており、保健人材情

報の不透明さと人材配置の地域的な不均衡

の要因にもなっている

5
。 

 

２－３ バングラデシュ看護審議会（BNC） 

バングラデシュ看護審議会（BNC）は 1972 年に臨時的に設立され、1983 年に発令された「The 

Bangladesh Nursing Council Ordinance 1983［Order No. LXI of 1983］」によって MoHFW 管轄下で公

立及び私立の看護教育及びサービスの規制（監督、認可・登録など）を主な目的とする規制機関

として正式に承認された。BNC のメンバーは MoHFW 次官、DGHS 及び DGFP の総局長ほか、

DNS 局長、看護大学学長、医科大病院長など、25 名から構成されており、年に 2 度、委員会が

招集されることになっている。 

BNC の主業務は①看護教育の標準化及び監督、②看護師、助産師、家族福祉訪問員（Family 

Welfare Visitor：FWV）、コミュニティ熟練出産介助者（Community Skilled Birth Attendant：CSBA）

の認可及び登録、③看護等人材による適切なサービス提供の支援である。下記に各主業務の詳細

                                                        
5 Annual Program Review 2013 Human Resource for Health Report 

出所：DNS Official Web Site, as of 13 June 2014 

図２－２ 看護サービス局（DNS）組織図 
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を示す。 

 

（1）看護教育の標準化及び監督 

看護政策ガイドラインに準拠した看護教育機関の認可、看護師の資格試験等を実施する。

このうち看護教育機関の認可試験の審議は、外部有識者（MoHFW、DNS、医師・歯科医審

議会、ダッカ医科大学長等が委員となっている）による実行委員会、試験審査委員会、評価

委員会、技術委員会、規制委員会、監査委員会等が遂行している。このうち特に看護教育機

関の審査を担う監査委員会は、BNC のトップであるレジスタラー（Registrar）を議長とし、

MoHFW の Senior Assistant Secretary Nursing、モハカリ看護大学講師、看護教官の代表、

Delegator（Bangladesh Nurses Association）、Deputy Register（BNC）から構成される。年 4 回

の会議を開催し、保健家族福祉省（MoHFW）に対して看護学校の認可に関する意見具申を

行っている。 

 

（2）認可・登録 

BNC では、バングラデシュ内のすべての看護師、助産師、看護学生、ユニオン及び郡レベ

ルで普通分娩を介助する家族福祉訪問員（FWV）及びコミュニティ熟練出産介助者（CSBA）

を登録・管理している。看護師及び助産師は 5 年に 1 度登録の更新が義務づけられている。 

 

（3）適切な看護サービス提供への支援 

看護政策及び規程の策定及び実施は、DNS を含む MoHFW の役割であるが、BNC は、DNS

と緊密な連携を取りつつ、評価委員会や技術委員会等を通じて政策・規定への提言を行って

いる。 

    

「The Bangladesh Nursing Council Ordinance 1983」に記載されている BNC の権限・役割は、以

下のとおりである。 

 

表２－２ バングラデシュ看護審議会（BNC）の権限・役割 

（1）審議会は、政府の事前承認を経て、本条例の目的を達成するため規則を定める。 

（2）前述の権限の一般性を侵害せず、以下の目的のために規則を定める。 

・ 審議会の財産の管理及び維持、会計監査 

・ レジスタラー及び実行委員会の会議の招集、開催と運営 

・ 会長及び副会長の権限と責務 

・ レジスタラー、他の職員及び審議会従業員の雇用条件 

・ レジスタラー、他の職員及び審議会従業員の権限と責務 

・ 監査役の権限と責務、査察の手続き 

・ 登録、看護及び関連資格保持者のリスト、及び登録に必要な費用の管理、編集、公表の

手続き 

・ 15 セクションにわたる調査の手続き 

・ 看護関連資格取得のための訓練課程の最低基準（試験の日程、期間及び条件を含む）の

統一 



 

－11－ 

・ 看護教員に必要とされる最低資格及び経験 

・ 本 Ordinance に基づく看護関連資格の試験の基準、試験実施の手順、及び認定を保証す

るために必要な他の要件の規定 

・ 看護及び関連専門職の専門試験の試験官に必要とされる経験と資格の規定 

・ すべての看護及び関連学生の登録及び登録に必要な費用の徴収 

・ 本 Ordinance に基づく登録に必要な他の事項 

出所：The Bangladesh Nursing Council Ordinance 1983 

 

なお、2012 年に 3 年制助産師ディプロマ課程が導入されたことに伴い BNC はその名称をバン

グラデシュ看護助産審議会（Bangladesh Nursing and Midwifery Council：BNMC）として改称申請

中であるものの、2014 年 12 月現在承認されていない。 

バングラデシュの資格登録や管理、カリキュラム認定等のシステムはこれまで、1947 年まで統

治していた英国の仕組みに倣っていると考えられ、中央の行政機関の管理ではなく、法律

（Ordinance）に基づき設置された管理団体である審議会（Council）が担っている

6
、

7
。英国では

看護助産令（Nursing and Midwifery Order, 2001）に基づいて設置されている看護・助産審議会

（Nursing &Midwifery Council）にて看護師免許の管理やカリキュラム認定を行っている

8
。 

 

２－４ 公的医療保健サービス提供体制 

国レベルから村

9
までの医療保健サービス提供は、DGFP 管轄下の施設が主に母子保健及び家族

計画にかかわるサービスを、DGHS が管轄する施設が母子保健を含む一般医療保健サービスの提

供を実施している。図 2-3 が示すとおり、DGFP 下は家族計画及び母子保健に特化したサービス

を提供する施設が国レベルからユニオンレベルまで設置されており、DGHS 下には母子保健を含

む医療保健全般のサービスを提供する施設が設置されている。 

医療施設は、各管区にある大学病院や専門病院を三次医療施設とし、その下に 100～250 床の

県病院（District Hospital）・総合病院（General Hospital）、母子保健福祉センター（Maternal Child 

Welfare Center：MCWC）が二次医療施設として存在する。一次医療施設は 50 床から 100 床まで

の郡病院（Upazila Health Complex）が入院機能も有する形で担っている。ユニオンレベルには

DGFP 及び DGHS がそれぞれサブセンターや家族保健福祉センターをもち、一般医療や普通分娩

介助が可能である。一次医療施設から二次、三次医療施設のレファレル制度は効果的に機能して

おらず、ほとんどの場合、患者自身が医療施設を選択している。 

ウパジラ（郡）レベル以上の公的医療施設には、両総局下ともに複数の医師・看護師等の医療

資格保持者を配置し入院機能を有するが、ユニオン以下の施設のほとんどは準医師と呼ばれる医

療補助員（Sub-Assistant Community Medical Officer：SACMO・Medical Assistant：MA）や保健補

助員（Health Assistant：HA）、家族福祉訪問員（FWV）などの人材が外来診療のみを提供してい

                                                        
6 Implementing the White Paper Trust, Assurance and Safety: enhancing confidence in healthcare professional regulators, 

2007 
7 Nurses, Midwives and Health Visitors Act, 1997.http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/24/contents 
8 白瀬由美香, イギリスにおける医師・看護師の養成と役割分担、海外社会保障研究、No.174, 2011 
9 バングラデシュにおける行政単位は管区（7）、県（64）、ウパジラ（郡：485）、ユニオン（4,546）、ワード、村

で構成されている。平均人口はウパジラが 30 万人、ユニオンが 3 万人、ワードが 3,500 人、村が 2,000 人弱で

ある。 
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る。DGHS の発表によれば、DGHS 下の公的医療施設にある病床総数は約 4 万 5,000 床であり、

認可されている私立病院の病床数約 4 万 6,000 床を合わせ、国内には 9 万 1,000 床が機能してい

る。 

これら医療施設は、管区レベルに配置されている管区保健部長（Divisional Health Director）や

医科大学学長、県レベルでは県保健局に配置されている県保健局長（Civil Surgeon）及び県病院

長、郡レベルの郡病院長（Upazila Health Family Planning Officer）が日常的な管理監督の実務責任

を負っている。 

DGFP と DGHS 下にそれぞれ医療機関をもつ 2 総局制度は、構造上複雑であるとともにサービ

ス提供には非効率であるという指摘がある一方で、家族計画総局による集中的な家族計画の推進

が、1971 年の独立以来、国の優先課題である合計特殊出生率の抑制に多大に寄与したことも広く

認識されている

10
。 

なお、都市部では地方自治が一部認められており、一次医療は地方自治・農村開発共同組合省

（Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives：MoLGRDC）が提供する責任

を負っている。都市部における MoHFW の役割は二次及び三次施設における医療サービスを提供

することである。しかし、MoLGRDC に属する一次医療施設は少数で、その数は絶対的に不足し

ている。ダッカを例にすると、1,000 万人以上の人口が住む首都内に MoLGRD に属する一次医療

機関は約 3 施設であり、都市住民は民間や NGO の医療施設を受診せざるを得ない。このため、

都市部にある MoHFW に属する医科大学病院や県病院は高次医療施設としての役割をもつ一方で、

民間医療を受診できない住民のための一次医療施設としての機能も果たさざるを得ない状況に

ある

11
。 

ワード及び村レベルでの保健サービスは、2009 年より 5 年間の計画でハシナ首相の強いイニシ

アティブで開始された「バングラデシュコミュニティクリニック再活性化計画（Revitalization of 

Community Health Care Initiatives in Bangladesh：RCHCIB）」の下で整備されつつある、コミュニテ

ィクリニック（Commuinity Clinic：CC）と呼ばれる診療所で提供されている。人口 6,000 人に対

し 1 施設の割合で設立されている CC にはコミュニティヘルスケア提供者（Community Health Care 

Provider：CHCP）と呼ばれる職員が 1 名配置されており、簡易な疾患へ対応する医薬品の配布や、

妊産婦健診、産後健診、予防接種、栄養指導や重症患者のリファレル等のプライマリ・ヘルスケ

アを提供している。RCHCIB は 2014 年 6 月以降、HPNSDP2011-2016 セクタープログラム内のコ

ミュニティヘルスケア（Community Based Health Care）活動計画として継承される予定である。 

 

                                                        
10 参照：Lancet Special Edition on Bangladesh  November 2013 
11 参照：National Urban Health Strategy 2011 published by MoLGRDC in collaboration with MoHFW 
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図２－３ バングラデシュの地方における公的医療保健サービス提供体制 

 

２－５ 疾病構造 

看護師が主に勤務する二次、三次医療施設における主要疾病は、二次病院においては下痢症の

ような感染症から心疾患のような非感染性疾患まで多岐にわたっている。三次病院においては、

大学病院が救急外来にて時間外診療を 24 時間受けており、専門医が多く医療機材も整備されて

おり、重症患者に対応ができるため、交通事故外傷、心筋梗塞、脳血管発作等の非感染性疾患が

多い。 

 

 

 

（n＝58）in 2012 

 

（n＝5）in 2012 

出所：HealthBulletin 2013 

 

図２－４ 二次病院の主な罹患 図２－５ 大学病院の主な疾患 

 

管区レベルには 

管区部長(Divisional 

Director/Health)が、 

各県に県保健局長

（Civil Surgeon）が配

置されており地域の

医療保健監督が任さ

れている 
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二次病院にも救急外来があるものの、医療従事者の数と専門医がいる診療科が限られているこ

とから、三次病院への患者集中を招いている。二次病院の病床占有率は 80％前後であるのに対し、

三次病院は 100％を超えており、適切な病床管理が困難な状況である。近年、心疾患等の非感染

性疾患の占める割合が増加しており、患者がより専門性の高い三次病院を選択しているように、

診療サービスにおいても次第に複合的な診療（例えば、糖尿病由来の合併症等）を長期にわたり

行う必要性がある。表 2－3 に主な医療施設での利用状況を載せる。 

 

 



 

 

－
1

5
－

 

表２－３ 主な医療施設の施設利用概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：Local health bulletin 2013, MIS 
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3G Dhaka Medical College Hospital Dhaka 2,400 634,655 589,229 95,319 8,866 10,623 5,446 839,680 128 8.81 9.30 28,276 35,281 271 624 87

3G BSMMU Dhaka 1,500 664,274 8,817 29,422 460 N/A 98 N/A 2.40 11,780 20,804 634 785 N/A

3G Chittagong Medical College Hospital Chittagong 1,010 527,130 127,612 6,754 187 5.40 5.30 173 228 15

3G Sylhet M.A.G. Osmani Medical College Hospital Sylhet 900 746,990 132,996 111,663 4,345 10,582 5,987 515,037 157 4.14 3.62 13,795 17,563 192 213 27

3G Rajshahi Medical College Hospital Rajshahi 530 560,628 117,979 123,417 5,104 9,992 3,624 460,202 238 4.60 4.14 9,715 5,121 214 344 43

3G Sher-e-Bangla Medical College Hospital Barisal 1,000 354,069 84,747 78,690 3,058 5,976 4,286 430,396 100 5.00 4.00 9,416 8,984 175 304 24

3G Rangpur Medical College Hospital Rangpur 1,000 237,733 3,544 89,379 4,198 6,667 2,974 439,264 120 4.90 4.60 7,769 12,426 31 342 24

3G Khulna Medical College Hospital Khulna 500 197,861 6,111 43,304 2,772 3,100 1,139 207,761 140 4.82 6.43 2,762 5,514 82 157 12

3S MCHTI Dhaka 173 7,248 7,323 2,829

3S Institute of Child and Mother Health (ICMH) Dhaka 200 1,072,923 18,448 13,676 449 6,242 3,698 65,700 92 4.00 2.60 468 764 109 70 12

3S Dhaka Shishu Hospital Dhaka 535

3S Kurimitola General Hospital (Specialized) Dhaka 500 25 64 10

2G Narsingdi District Hospital Dhaka 100 114,744 42,519 6,935 153 678 146 25,390 70 4.00 3.00 379 544 15 40 3

2G Shahid Shamsuddin District Hospital Sylhet 100 119,277 1,829 2,649 0 47 36 23,717 65 9.33 0.00 362 243 0 45 2

2G Chittagong General Hospital Chittagong 250 145,592 10,157 9,830 66 62,096 68 6.30 0.70
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e
l

D
iv

is
io

n

Health Facility

Surgery Human ResourcesUtilization of servicesNumber of activities
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２－６ 保健人材 

MoHFW が雇用している保健人材の活用に関し、省内横断的に医療従事者を含む雇用人材の実

数や必要数を把握するシステムが構築できていないことや、長期的な視野に基づいた戦略が作成

されていないことが長年の懸案事項となっている。2003 年に策定された人材戦略（Human 

Resource Strategy）は唯一承認を受けたものであるが実施には結びつかず

12
、この戦略の活動内容

や評価指標等の多くは現在実施されている HPNSDP2011-2016 の保健人材活動計画（Human 

Resource Management OP）の重点活動として引き継がれているものの実行性は懐疑的である。 

2011 年には世界保健機関（World Health Organization：WHO）の支援を受けて、保健人材デー

タが収集されており、同年時点での MoHFW 下の雇用数を把握し発表した

13
。2013 年には再度

WHO の支援を受け、基本的な保健人材の動向、人材配置、人材の流動性等の情報を収集し「保

健人材プロファイル」の報告書が作成され本調査終了以後に公表された

14
。本調査の面談時には、

MoHFW の保健人材活動（Human Resource Management：HRM）ユニット長は「保健人材国別プ

ロファイルを策定したことは一定の成果である」と述べている。2014 年 8 月から 10 月にかけて

実施された HPNSDP2011-2016 の中間評価では、2015 年 3 月までの保健人材戦略及び人材育成活

用計画策定が目標として設定された。このように長期にわたり保健人材戦略が不在であるが、そ

の策定に向けた努力は継続されている。人材戦略は不在ながら、2014 年 8 月にハシナ首相及び

MoHFW 次官により 6,000 名の医師、及び 1 万名の看護師の雇用枠を追加的に創設するするとの

公式発言があり、医師及び看護師の量的な拡充が長期的な計画性がないまま進んでいくと思われ

る。 

保健人材の雇用は、予算配分が承認されている枠内で DGHS、DGFP 及び DNS がおのおのの医

療施設に対する人材を募集、採用し配置する。雇用枠内の採用の際には財務省及び公務員の人材

配置や異動を所管する人事委員会（Public Service Commission：PSC）の許可を得る必要がある。

採用はほとんどの場合、空席を予測し事前に採用したり、空席が起きたときに必要に応じて実施

されたりするのではなく、人材採用が承認された時点で一時に多数を雇用している。さらに、医

療従事者の雇用枠を新規創設するためには財務省と PSC に加え、人事省（Ministry of Public 

Administration：MoPA）による承認が必要となり、実施機関が増員を申請してからすべての関係

省から承認を得る期間は数年を要している

15
。 

表 2－4 及び表 2－5 に、バングラデシュ政府が発行している Health Bulletin 2013 及び 2013 年

に実施された HPNSPD 2011-16 年間評価報告書（Annual Program Review）、保健人材プロファイル

に記載されている情報を基に DGH、DGFP 及び DNS が雇用する保健人材をまとめた。人材の情

報は一元的に集約、管理されていないため、資料作成にあたっては複数の二次情報を統合してお

り一部整合性が欠ける部分もある。 

表 2－4 には DGHS、DGFP 及び DNS の 3 局の職員雇用枠及び実際に採用されている職員数を

載せた。医師や看護師等の医療専門職系の職員のほか、医療施設の維持管理に必要な職員も含ま

れており、各局に属する雇用枠は、DGHS が 11 万 6,000 人、DGFP が 5 万 2,000 人、DNS が 2 万

                                                        
12 Annual Program Review (2013) HPNSDP 2011-16, Thematic Report: Human Resources for Health 
13 Human Resource Development Data 2011 
14 2014 年 8 月 14 日に’Dissemination of findings of HR for Health assessments’と題して会議を開催し’Human Resource for Health 

Country Profile Bangladesh 2013’を正式に公表した。 
15 WHO バングラデシュからの聞き取り 
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4,000 人で、3 局下で働く雇用枠総数は約 19 万 2,000 人と推測される。しかし、そのうち実際に

採用されているのは 15 万 2,000 人であり、全体の空席率は 21％である。医師や看護師の空席率

はそれぞれ 28％と 41％で、他の職の空席率よりも高くなっている。なお、表 2－4 は 2013 年 6

月時点の情報であり看護師の空席率が 41％と非常に高くなっているが、同年 11 月には 4,100 名

の看護師が採用されており、空席率は 21％に減少した（表 2－7 を参照）。 

 

表２－４ 保健サービス総局（DGHS）、家族計画総局（DGFP）及び DNS の雇用枠及び採用数 

（2013 年 6 月時点） 

 雇用枠 採用数 空席率 

DGHS 総数 

医師 

非 医師 

115,935 

22,120 

93,815 

93,310 

15,922 

77,388 

20％ 

28％ 

18％ 

DGFP 総数 52,430 45,285 14％ 

DNS 総数 

看護師 

非 看護師 

23,843 

22,601 

1,242 

14,060 

13,235 

825 

41％ 

41％ 

34％ 

合 計 192,208 152,655 21％ 

出所：Health Bulletin 2013 及び HPNSDP2011-16 年次評価（APR2013）報告書 

を参照し JICA バングラデシュ事務所が作成 

 

表 2－5 には各職種の国内に登録されている数、及び、公的医療施設の雇用枠と採用数を示し

た。登録数は医師数が約 6 万 4,000 名で約 3 万名の看護師の 2 倍以上であるが、公的医療機関に

おける雇用枠は、医師、看護師共に約 2 万 2,000 名とほぼ同数であることが分かる。2013 年 11

月に新規採用された 4,100名の看護師を含めると現在の採用看護師総数は約 1万 7,000名であり、

医師の採用数とほぼ同一である。 

医師や看護師はほとんどすべて郡病院以上の病院に配置され臨床行為を実施しており、ユニオ

ンサブセンターやユニオンレベル病院には医師が配置されている場所はあるが常在するセンタ

ーはほとんどなく、日常のサービスは医療補助員（SACMO）が医療提供をしている。またコミ

ュニティーレベルにおいて提供されている拡大予防接種計画（Expandea Programme on 

Immunization：EPI）家族計画啓発のための家庭訪問、及び、コミュニティの住民への保健サービ

ス提供は、保健補助員（HA）、家族福祉補助員（Family Welfare Assistant：FWA）、コミュニティ

ヘルスケア提供者（CHCP）といった比較的短期間で養成できる非医療系人材を活用している。

また、総計 5 万 3,000 人以上に上る上記 3 職種に加え、郡レベルの母子保健福祉センター（MCWC）

やユニオン家族保健福祉センター（UFHWC）における普通分娩の介助は約 5,000 名の家族福祉訪

問員（FWV）が担うことになっている。 

バングラデシュでは 7 割以上の妊婦が自宅出産をしており、コミュニティーレベルで出産介助

ができる人材を増やすため、現職女性 HA 及び FWA に研修を施し、コミュニティ熟練出産介助

師（CSBA）を創出している。しかし、HA 及び FWA としての業務範囲の改定や監督指導をする

立場の人材が設置されておらず、CSBA として活躍するに至っていない。現在までに CSBA が出

産を介助している率は 1％に達していない

16
。 

                                                        
16 HPNSDP2011-16 Annual Program Review 2013 
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表２－５ バングラデシュの保健人材数（2013 年 9 月） 

配属場所 人 材 管轄局 

資格認可

機関への

登録数 

政府機関

雇用枠数 

政府機関採

用数 

政府機関

空席率 

医師 

（MBBS） 

DGSH/ 

DGFP 
64,434 22,120 16,443 28％ 

歯科医 DGHS 6,034 531 495 7％ 

看護師 DNS 30,516 22,601 13,235 41％ 

薬剤師 DGHS NA 2,934 2,172 26％ 

検査技師 DGFP NA 1,990 1610 19％ 

放射線技師 DGHS NA 715 634 11％ 

郡病院以上の

医療機関 

理学療法士 DGHS NA 201 147 27％ 

郡病院及びユ

ニオンレベル

の施設 

医療補助員 

（SACOMO/ MA） 

DGHS/ 

DGFP 
NA 5,411 

4,212 

（DGHS の

みの情報） 

22％ 

家族計画監督官

（FPI） 
DGFP NA 4,500 3,549 

21％ 

 

郡及びユニオ

ンレベルの医

療機関に付属

する MCWC 

家族福祉訪問員

（FWV） 
DGFP NA 5,634 5,358 5％ 

家族福祉補助員

（FWA） 
DGFP NA 23,500 21,113 10％ ユニオンレベ

ルの施設 
保健監督官（HI） DGHS NA 1,399 1,126 20％ 

保健監督補助官

（AHI） 
DGHS NA 4,198 3,662 13％ 

保健補助員（HA） DGHS NA 20,815 19,274 7％ 

コミュニティヘル

ス ケ ア 提 供 者

（CHCP） 

DGHS/ 

DGFP 
NA 13,500 13,240 - 

コミュニティ

クリニック 

コミュニティ熟練

出 産 介 助 師

（CSBA） 

DGHS/ 

DGFP 

現職の女

性 HA 及び

FWA 

 7,710  

出所：HPNSDP2011-16 Annual Program Review 2013（HR Technical Report）と Health Bulletin 2012 及び 2013 の情報を参考に JICA

バングラデシュ事務所が作成 

NA：情報が得られなかった。 

 

表 2－6 に医療従事者資格の種類と養成期間を示した。病院に配置される医師、医療補助員、

看護師、助産師への教育機関入学要件は後期中等教育修了認定〔Higher Secondary Certificate：HSC

（12 年）〕を修了していることとし、その後 3 年から 6 年の養成期間及び最終試験を合格したあ

とに資格が授与される。郡レベル以下に配置されている人材は、CHCP を除き中期中等教育修了

認定〔Secondary School Certificate：SSC（10 年）〕が研修を受けるための要件となっている。CHCP
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は HSC（12 年）が研修を受講するための要件である。 

 

表２－６ バングラデシュ医療従事者資格の種別と養成期間 

資格種別 
教育 

管轄機関 
入学資格 養成期間 主たる業務 

医師 医科大学 1 HSC（12 年） 

医科大学 5 年及びイ

ンターン 1 年 

（MBBS） 

病院での医師業務 

医療補助員

（SACMO/ 

Medical Assistant） 

医療補助員

養成校 
HSC（12 年） 

医療補助員養成校 3

年 

郡病院以下レベル

での医療施設にお

ける医師補助業務 

HSC（12 年） 

理数系 

看護大学 4 年（BSc）

及びインターン 6 か

月

17
 

HSC（12 年） 
看護学校 3 年（ディ

プロマ） 

病院での看護業務 

看護師 

BNC/ 

看護教育機

関 ディプロマ看

護師資格取得

後最低 2 年の

実務経験 

ポストベーシック学

士課程 2 年間 

（看護学と公衆衛生

看 護 学 が 選 択 で き

る） 

病院での看護業務 

 

公衆衛生看護学修

了者は県保健局等

に配置 

現職の看護師 特設研修 6 カ月 

助産師 
BNC・看護

教育機関 HSC（12 年） 
助産学校 3 年 

（ディプロマ） 

2014 年 7 月より採

用されるため、具体

的業務はまだ正式

発表されていない。 

家族福祉訪問員

（FWV） 
DGFP・BNC SSC（10 年） FWV 研修所 18 カ月 

ユニオン・郡レベル

での助産 

家族福祉補助員

（FWA） 
DGFP SSC（10 年） FWV 研修所 6 カ月 

家族計画（避妊具配

布、啓発） 

保健監督官（HI） DGHS SSC（10 年） 特設研修 6 カ月 保健補助員の監督 

保健補助員（HA） DGHS SSC（10 年） 特設研修 6 カ月 予防接種 

地域保健ケア 

提供給者（CHCP） 
DGHS HSC（12 年） 特設研修 6 カ月 

コミュニティクリ

ニックの運営、地域

での保健情報の収

集・報告 

コミュニティ 

熟練助産師 

（CSBA） 

BNC・

DGHS/ 

DGFP 

現 職 の 女 性

FWA 及び HA 

特設研修 18 カ月（座

学 6カ月＋実地研修 9

カ月＋事後研修 3 カ

月） 

従来の FWA、HA 業

務に加え、地域レベ

ルでの助産を実施 

出所：JICA バングラデシュ事務所作成資料 

 

                                                        
17 学士看護師卒業生に対し、2014 年度から 6 カ月のインターンが義務づけられる。（MoHFW 及び DNS からの聞き取り） 
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２－７ 看護人材 

看護師に注目してみると、BNC に登録されている看護師は約 3 万名であり、全国平均で人口 1

万に対し登録看護師が約 2 名しかいないということになる

18
。人口 1 万に対する看護師数は日本

では 110 名、インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）で 14 名、スリランカ民主社

会主義共和国（以下、「スリランカ」と記す）16 名、インド 17 名、タイ王国（以下、「タイ」と

記す）20 名であり、バングラデシュの看護師数が他国を大幅に下まわっていることは明らかであ

る

19
。WHO 基準は人口 1 万人に対し 23 名の医師、看護師、助産師が必要とするとしているが、

バングラデシュでは登録医師と登録看護師の総数が 9 万 5,000 名であり、1 万人に対する数は 6

名と基準の 4 分の 1 のレベルである。 

DNS 下では 2011 年から 2013 年にかけ、それまで 1 万 8,000 名であった看護師雇用枠への追加

枠として、新規 4,100 名の雇用枠を申請、関係省より承認された結果、2 万 2,000 名以上の看護師

雇用枠が確保されたが、2013 年 6 月の時点では 1 万 3,000 名しか埋められておらず空席率は 40％

を超える状態であった（表 2－4）。その後 2013 年 11 月に 4,100 名の看護師が採用され現在の空

席率は 21％と他職種とほぼ同率となった。前述したとおり、バングラデシュの公務員の採用は施

設や機関ごとではなく、中央で実施されているため、空席数が全国で相当数に達し人事委員会の

承認が得られない限り、新たな採用手続きを始めることができない。 

看護師に関しては採用権や異動権をもつ DNS が地方の病院の人員採用を実施しており、職員

採用時期の DNS への事務処理の負担は大きいが、国全体の公務員採用制度に準拠しているため、

容易に改善できる問題ではないと考えられる。 

表 2－7 に示したとおり、DNS 下の看護師は公務員の階級制度枠内で雇用されており、クラス

I からクラス IV に属している。MoHFW 下で雇用される医師は全員クラス 1 として入省する。看

護師はクラス I として 174 名分の雇用枠が確保されているが、クラス I で採用されている人材が

1 名のみという状況が長年続いている。前 DNS 局長は 1989 年に看護教官をしている際にクラス

II に昇格されたあと、20 年以上も昇格されないまま現在でもクラス II にとどまっており、役職は

局長代理（Acting Director）のままであった

20
。 

1993 年以来 DNS には局長が配置されていない状態が続いているため、DNS はかねてより

MoHFW を通じて公務員の人事異動を所轄する人事委員会（PSC）に対し、同局上層部や看護大

学の教員、高次病院の看護部長らの昇格を求めている

21
が、承認がされていない（DNS 及び WHO

からの聞き取り）。 

他方、2012 年にはそれまでクラス III に属していた病院看護師達の階級が一斉にクラス II に昇

格した。看護師の社会的地位を高めるためにとられた措置であるが、クラス I への昇格が承認さ

れなかったため、結果的には、国内のほとんどの看護師の階級が実務経験年数や責任の度合いに

かかわらず同一化され、MoHFW 下で働く看護師にとって、進歩性のあるキャリア形成が困難な

状況となっている。また、MoHFW 管理部、DGHS 及び DGFP の上層部や医師がクラス I 階級に

属する一方で DNS の上層部がクラス I にとどまっている現状では、DNS 及び看護師の政策決定

に及ぼす影響力が制限されているといわざるを得ない。 

                                                        
18 バングラデシュ人口を 1 億 5,000 万人として計算した。 
19 http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1444 に 2014 年 7 月 7 日アクセスをした。 
20 2014 年 10 月以降、DNS 局長は交代となったが局長代理の肩書は変わらず。 
21 HPNSDP2011-16 看護教育及びサービス活動計画（NES OP） 
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表２－７ DNS 管轄人材充足状況（2013 年 9 月現在） 

公務員カテゴリー 雇用枠 

2013 年 

6 月まで

の採用数 

2013 年 7

月以降採

用数 

合計 

採用数 
空席率 

クラス I 

看護師 
   

  

 

DNS 局長/看護大学学長/教

授/看護部長等 

174 1  1 99％ 

非看護師 1 0  0 100％ 

クラス II      

看護師 21,052 12,609 4,100 16,709 21％ 

（旧クラス 2）看護大学・看

護学校教員/県公衆衛生看護

師/看護副部長等 

（新クラス 2）公衆衛生看護

師 /シニア病院看護師 /病院

看護師等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非看護師 20 7  7 65％ 

クラス III 

看護師（看護助手） 

非看護師 

 

1,375 

358 

 

625 

204 

 

 

625 

204 

 

54％ 

43％ 

クラス IV 

非看護師 863 614  614 29％ 

合 計 23,843 14,060  18,160  

出所：Biannual Report 2010-2012 DNS 及び Health Bulletin 2013 を参照し JICA が作成 
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第３章第３章第３章第３章    看護行政看護行政看護行政看護行政 

 

３－１ 看護関連法規 

看護分野の法規は、「The Bangladesh Nursing Council Ordinance 1983」を基本とし、委任された

事項及び ordinance を施行するために必要な事項について細則（detailed regulations）を発令してい

る。私立の看護系大学、看護学校、看護コースの設置に係るガイドラインも、同 Ordinance を基

に作成されている。 

 

表３－１ 看護関連法規一覧 

法律・政令 関連する規定・内容 

バ ン グ ラ デ シ ュ 憲 法 （ Constitution of 

Bangladesh, 1972 and 1986） 
基本的人権の保証 

The Medical and Dental Act（1980 and 2010） 医師・歯科医の免許、登録、免職規定 

The Allopathic System（Prevention of Misuse）

Ordinance（1962） 
非医師の医療行為の禁止 

The Medical College （ Governing bodies ）

Ordinance（1961） 
大学運営、管理に係る規定 

The Medical Practice and Private Clinics and 

Laboratories（Regulation）Ordinance（1982） 
医療費、病院運営管理（私立）に係る規定 

The Bangladesh Nursing Council Ordinance

（1983） 

バングラデシュ看護審議会が実施する事業に

関する各種規定： 

・ 看護師、助産師にかかわる資格、登

録、試験、免職、罰則規定 

・ 看護教育機関の過程、試験の規定 

・ 関連する規則（資格登録、教育課程

に関する要件、教育機関の教員に関

する規定、試験及び試験監督に関す

る規定、学費規定等） 

出所：Laws of Bangladesh（http://bdlows.minlaw.gov.bd/）より JICA 調査団作成 

 

看護専門職の社会的責任に関する法令は、以下のとおり。 

 

表３－２ 看護専門職としての社会的責任に関する法令及び規定 

法令・基準・規定 内容 

The Bangladesh Nursing Council Ordinance

（1983） 

看護師の位置づけ 

Job Description（2006） 

看護関連職種の業務内容 

・ DNS 看護行政官 

・ 看護教育機関（看護大学、看護学校、

看護研修センター）の教員及び職員 
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・ 医科大学病院、特定機能病院、県病院、

郡病院、ヘルスセンターの看護職者 

等 113 職の業務内容 

出所：Laws of Bangladesh（http://bdlows.minlaw.gov.bd/） 

 

看護師等の職務規定に関しては、「職務記述書（Job Description）2006」で定義されている。た

だし日本の保健師・助産師・看護師法（1948、2001 年）

22
のように、看護師・助産師等の職種に

よる法的な定義、資格・業務規定はなく、職務記述書のなかに所属機関ごとに看護職の業務内容

と責任範囲が説明されている。 

これらも、上述の英国の制度と類似しており、医師・看護師をはじめとする医療職者の業務内

容は、薬剤の取り扱い（薬事法で規制）を除き、法律のなかでの規定はない。英国では雇用する

医療機関〔公立の場合国立保健サービス（National Health Service）〕が、職務記述書を用い、業務

や必要とされる技能などを示している

23
。そして、看護助産審議会（Nursing and Midwifery Council）

などの資格管理団体が示す指針（Guidance）や行動規範（Code of conduct）により、自己規制を

行う仕組みとなっている

24
。 

しかし、看護師の質向上のためには、法によって看護職の業務内容を明確に設定することが必

要との認識から、現在、BNC は WHO の支援を得て作成した看護助産師法案（仮称：Nursing and 

Midwifery Act）を MoHFW に提出しており、省内の承認を受けたあとに、政府閣議へ申請する計

画である。しかし、申請中の看護助産師法案の内容は未公表であり、本調査でも知ることは不可

能であったたため、本法承認によって BNC の機能や役割、さらに臨床看護師の実際の業務に大

きな変更が生じるのかは現段階で分からない。 

表 3－3 は、医科大学病院、特定機能病院における看護職の主な業務を示したものである。 

 

表３－３ 医科大学付属病院、特定機能病院における看護職の主な業務 

職種 主な業務内容 管理者 

看護部長 

Nursing Superintendent

（Hospital Nursing Service 

Head） 

・ 看護部における人材管理 

・ 看護職員・スタッフのモニタリング・評価 

・ 看護職員の教育全般 

・ 病院長の補助（施設及び物品管理含む） 

・ 看護職員のプロモーション 

・ 看護学校長、教員ローテーション計画協議 

・ 看護学生の臨地実習における監督・評価 

病院長 

副看護部長 

Deputy Nursing Superintendent 

・ 看護部長の補助、看護部の業務の補助全般 

・ 看護職員のシフト、ローテーション計画 

・ 看護職員のスキル向上 

・ 病棟巡回、看護サービスのスタンダード整備 

看護部長 

                                                        
22

 保健師助産師看護師法 昭和 23 年法律第 203 号（1948、改正 2001） 
23

 白瀬由美香, イギリスにおける医師・看護師の養成と役割分担、海外社会保障研究、No.174, 2011 
24

 Council for Health Regulatory Excellence, Advanced Practice: Report to the four UK Health departments, 2009 
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看護師長 

Nursing Supervisor 

・ 病院、病棟における看護人材の配置 

・ 患者のケアに必要なすべての部署との協

働 

・ 夜間帯のスーパーバイズ 

・ 管理に必要な情報データの提供 

・ 看護ケアに関するスタンダードの改定 

・ 医療廃棄物、衛生管理への指導的役割 

看護副部長 

シニア看護師・看護師 

Senior Staff Nurse/Staff Nurse 

・ 病棟の患者への看護ケアの提供 

・ 病棟業務の計画、実施の補助 

・ スタンダードに基づく看護ケアの提供、必

要な書類管理と管理部への報告 

・ 感染予防 

・ 病棟の薬品、理念、機材、物品、滅菌材料

の管理 

・ 看護学生の臨床教育のための適切な学習

環境の確保 

看護師長 

Nursing 

Supervisor 

看護助手 

Assistant Nurse 

・ 医師、Senior Staff Nurse/Staff Nurse の指示

の下、看護ケアの提供、診療の補助 

・ 機材の消毒、情報の管理、機材管理、医療

廃棄物管理の補助 

・ 患者への清潔ケア援助 

看護師 

Nursing 

Supervisor 

出所：Job Description 2006 より JICA 調査団作成 

 

３－２ 看護教育の変遷と資格制度 

バングラデシュにおける看護教育は、1947 年以前の英国インド領時代にシレット、チッタゴン

及びマイメンシンに設立された准看護養成学校 3 校で開始された。1947 年の東パキスタンに分割

直後にはダッカ医科大病院に付属する形でシニア看護師養成学校が設立され、優秀な学生は英国

へ留学をする機会も与えられたようである。パキスタン・イスラム共和国（以下、「パキスタン」

と記す）とバングラデシュの独立戦争後 1971 年にバングラデシュが建国されたあと、現在の看

護教育課程の基礎となる、4 年制看護助産課程が設置された。 

当初の仕組みでは、学生は看護課程 3 年のあと、登録看護師（Registered Nurse：RN）として職

を得る選択と、さらに助産教育 1 年を受ける選択が与えられていた。助産教育 1 年を含む合計 4

年間の課程を修了したあとは、登録看護助産師（Registered Nurse Midwife：RNM）として登録さ

れていた。4 年制看護助産教育課程はその後、4 年制看護助産ディプロマ課程と改称されている。

1977 年にはモハカリ看護大学において、現任 RN 及び RMN を対象とした、2 年制ポストベーシ

ック看護学士課程が設立された。 

2006 年に MoHFW は看護教育改革として、新たに理科系（物理学、化学、生物学）HSC 修了

を入学要件とした 4 年制看護助産学士課程（BSc in Nursing Science and Midwifery）を 2008 年より

施行した。同時に、それまで 4 年制であった看護助産ディプロマ課程を 3 年制看護助産ディプロ

マ課程（Diploma in Nursing Science and Midwifery）として改編し、入学要件をそれまでの SSC か
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ら HSC 修了者へ引上げたが、理科系を必修とはしていない。さらに 2010 年には 2 年制ポストベ

ーシック看護学士課程を実施する大学を 2 校〔フォジュダルハット看護大学（チッタゴン）、ボ

グラ看護大学）〕追加し合計 3 校とした。さらに 2014 年からは、4 年制看護学士課程修了者のう

ち最終試験に合格したあと、学士（BSc）看護師として BNC に登録された者に 6 カ月のインター

ンシップを課すことが決定されているが、実施体制等の詳細は明らかではない。 

さらに、それまでになかった国際基準に見合う助産教育制度を整備するために、HSC 修了者が

受験できる 3 年制助産ディプロマ課程（Dipoma in Midwifery）及び RNM を対象とした 6 カ月短

期助産コースを、国連人口基金（United Nations Population Fund：UNFPA）及び WHO の協力の下、

導入した。 

 

表３－４ バングラデシュにおける看護師教育の変遷 

年 国の変遷 看護教育に関する主な出来事 

1947 年以前 英国インド領 

シレット、チッタゴン、マイメンシン

に准看護師養成機関（Junior Nursing 

School）があった。 

1947 年 英国インド領の独立に伴い、現

バングラデシュは東パキスタ

ンに分割 

ダッカ医科大学病院付属のシニア看

護師養成学校が設立された。 

1949 年 
6 名の看護学生が英国へ派遣され基礎

看護研修を受けた。 

1971 年 バングラデシュ建国 

看護 3 年課程＋助産 1 年課程開始 

看護 3 年＋助産 1 年課程が看護助産デ

ィプロマ課程と改称 

1978 年 

 モハカリ看護大学において 2 年制ポス

トベーシック学士課程（看護学及び公

衆衛生看護学）が開始 

2006 年承認、2008

年より施行 

 ・ 4 年制看護助産学士課程開始 

・ 4 年制看護助産ディプロマ課程が

3 年制看護・助産ディプロマ課程

に改編され入学要件が SSC から

HSC となる。 

2010 年 

 2 年制ポストベーシック看護学士課程

実施校を増加した。2014 年 7 月現在、

3 校で実施。 

2012 年 
 3 年制助産ディプロマ課程開始 

6 カ月制助産コース開始 

2014 年 
 4 年制看護学士課程修了者に対する 6

カ月インターンの導入 

出所：ダッカ看護大学より提供された資料及び DNS 年間報告書 2010-2012 年を基に 

JICA バングラデシュ事務所作成 
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図 3－1 には現行の看護及び助産教育制度と取得可能な資格をまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：JICA バングラデシュ事務所作成 

図３－１ 看護・助産教育制度及び資格（2014 年 6 月） 

 

現行制度の下では、登録看護助産師には学士とディプロマをもつ者がいるが、公立病院での看

護職の役職は、学位ではなく臨床経験年数、政府機関での勤続年数により規定され、給与は役職

により規定されている。また、臨床現場での責任や権限は、職務記述書（Job description 2006）に

ての業務規定であるため、学位による違いはない。教育現場においては、現在、1979 年発行の

DNS 採用規則

25
のなかに、看護大学の講師や教授等の教員は看護学校や大学長の直接雇用（異動、

昇進除く）の場合は、ポストベーシック課程による学士号または看護学士号の保持者であること

が規定されている。 

 

３－３ 看護人材輩出状況 

看護大学及び看護学校では、看護師の量不足がハシナ首相をはじめとしてバングラデシュ政府

内でも喫緊の課題として認識されたことを背景に、過去 2～3 年間で各看護教育機関における入

学者の数が 20～50 名増加している。 

現在、看護学士課程は、9 つの公的機関（軍看護大学含む）と 17 の私立機関で、現役入学者を

対象に実施され年間 1,545 名が養成されている。また、ディプロマ課程は、44 の国公立、54 の私

立の看護学校で年間約 5,000 名が養成されている（付属資料 7：BNC による認定看護学校・看護

大学リスト参照）。 

将来的に政府は、学士教育への移行を掲げながらも、現状の教員不足、教育環境の不十分さか

                                                        
25

 The Directorate of  Nursing Services Recruitment Rules, 1979. 
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ら、ディプロマ養成を継続するとしている。 

 

表３－５ 看護教育機関と年間輩出数 

分類 名称 

学

校

数 

資格 
年間 

輩出数 

学年 

定員数 

公立教育機関      

4 年制看護助産学士 国立看護大学  7 学士 700 100 

4 年制看護助産学士 
軍看護大学 

自治大学 BSMMU 看護学科 

 1 

 1 

学士 

学士 

60 

25 

60 

25 

2 年制ポストベーシ

ック看護学士 
国立看護大学  3 学士 375 125 

3 年制看護助産ディ

プロマ 
国立看護学校 43 ディプロマ 2,580 50-80 

3 年制看護助産ディ

プロマ 
軍看護大学  1 ディプロマ 50 50 

公立合計 3,790  

私立教育機関      

4 年制看護学士 私立看護大学 17 学士 760 20-125 

3 年制看護助産ディ

プロマ 
私立看護学校 54 ディプロマ 2,435 20-100 

2 年制ポストベーシ

ック 
私立看護大学 13 学士 460 20-50 

専門看護 私立看護学校  4 専門 80 20 

私立合計 3,735  

年間看護師輩出数総計 7,525  

出所：Summary of Intake capacity of Nursing & allied qualification, Bangladesh Nursing Council, 2014  

www.bnmc.gov.bd を基に JICA 調査団作成 

 

今調査で踏査した学校のうち、卒業後の就職情報をデータとして記録している学校はなく、日

本の学校基本調査

26
にあるような就職率の把握はできなかった。学校長及び責任者からの聞き取

り情報では、公立の看護教育機関の卒業生は、私立病院へ就職する割合が公立病院へ就職の割合

より高いということであった。この背景として、公立病院への就職は、公務員としての待遇とな

るため、雇用の安定性や各種手当が担保されており、希望者は多いが募集枠が少なく、競争率が

非常に高いことがある。 

私立大学の卒業生は、長く公立病院の採用対象外であったが、近年採用対象となった。しかし

実際に採用されることは稀である。2008 年より開始された 4 年制看護助産学士課程を修了した看

護師が 2012 年より順次輩出されているが、学士看護師に特定した公務員枠は創設されておらず、

                                                        
26 日本の学校基本調査（文部科学省・学校教育法に規定） 
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空席がある場合は、これまでに職に就いていなかったディプロマ看護師が優先的に雇用されてい

る。全国的に看護師枠の不足も相まって、学士看護師は公立病院へ就職はほとんどできていない

状況である。 

BSMMU 看護学科では、看護大学課程の卒業生は同附属病院での雇用が保証されている。また

ある私立大学では学費を免除する代わりに、附属病院へ就職し最低 5 年間の就業を課すなどして

看護師の確保を行っている。このような学校は、看護師の質についての意識が高く、優秀な人材

を独自に育てていきたいとの思いをもっている。他方、私立大学のなかには公立病院への就職が

困難であることを熟知しているため、質の高い看護師を養成し、海外の病院へ就職できる人材を

育成することを念頭に経営している大学もある。これは、海外就職を希望する学生が相当数いる

ことを示唆しており、高い学費を払っても、海外で国内より高い給与が期待できることを見込ん

で入学する学生も少なくない。 

 

３－４ HPNSDP 2011-2016 の優先課題と JICA による支援 

セクターワイドアプローチ（Sector Wide Approaches：SWAPs）によって策定された HPNSDP 

2011-2016 はバングラデシュでは第 3 次セクタープログラムであり、5 年間の予算はドナーによる

拠出金約 1,300 億タカも含み、開発予算及び経常予算合計 5,699 億タカである。JICA をはじめ、

米国、英国、カナダ、EU、世界銀行、国連機関等を含む約 17 のドナー機関は独自にコンソーシ

アムを形成し調整をしている。ドナー資金の流れは、主に償還式プロジェクト支援（Reimbursable 

Project Aid：RPA）と直接式プロジェクト支援（Direct Project Aid：DPA）に分けられ、JICA は円

借款による RPA と技術協力による DPA を活用し、保健セクタープログラムを支援している。欧

米のドナーはバングラデシュへ供与する資金を統合し、世界銀行へ信託する形式をとっている。 

本プログラムではバングラデシュの医療保健の優先課題分野を 32 の事業計画に分類し、各分

野に対応するために作成された活動計画（Operational Plan：OP）に沿い、各 OP の責任者（Line 

Director：LD）の監督の下、実施されている。32 の OP のうち 17OP は DGHS、7OP は DGFP、8OP

はその他の実施部門機関の責任者が LD として配置されている。HPNSDP2011-2016 全体の優先課

題と指標は以下のとおり設定されている。前セクタープログラム〔保健・栄養・人口セクタープ

ログラム（Health, Nutrition, and Population Sector Program：HNPSP）〕2005-2010 より優先化されて

いる母子保健及び家族計画強化に付け加え、栄養対策主流化や保健医療人材育成、保健制度改革

などが優先課題に含まれている。各年にプログラム評価（Program Annual Review）が実施され、

すべての OP 活動の進捗について評価がなされ、毎年優先的に実施すべき対策が Priority Actions

として提案されている。 

 

表３－６ HPNSDP 2011-2016 の優先課題 

優先課題 

1. 母子保健サービスへのアクセス拡大と質の改善 

2. 人口置換水準に達する家族計画の介入手段の強化 

3. 保健サービス局と家族計画局の通常業務による栄養対策の主流化 

4. 感染症・非感染性疾患への予防的措置によるコントロールの強化 

5. すべての医療レベルにおける医療人材の増員と人材育成システムの強化 
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6. 情報通信技術による医療情報システムの改善とモニタリングシステムの設置 

7. 医薬品管理の強化と医薬品供給の質の改善 

8. 公立機関、NGO 団体及び民間セクターの協調による医療サービス供給の拡大 

9. 優先課題である構造及び政策制度改革の実現（具体的には地方分権化、へき地医療提供拡充

のためのインセンティブづくり等） 

出所：HPNSDP2011-16 Program Implementation Plan（PIP） 

 

表３－７ HPNSDP 2011-2016 優先分野指標 

指標 ベースライン 2016 年達成目標 

乳児死亡率（出生 1,000 人対） 52 31 

5 歳未満児死亡率（出生 1,000 対） 65 48 

新生児死亡率（出生 1,000 対） 37 21 

妊産婦死亡率（出生 10 万対） 194 <143 

合計特殊出生率 2.7 2.00 

5 歳未満時発育不良率 43.2％ 38％ 

5 歳未満時低体重率 41％ 33％ 

HIV 感染率 <1％ <1％ 

出所：HPNSDP2011-16 PIP 

 

HPNSDP2011-2016 下で実施されている 32OP のうち、2014 年 7 月現在 JICA が直接支援してい

る OP 及び今後支援が予定されている OP は、以下の 8 つである。技術協力及び円借款を活用し

た支援のほかにも、青年海外協力隊による拡大予防接種、学校保健、土壌伝播寄生虫対策、フィ

ラリア症対策、5S-KAIZEN-TQM による病院運営改善の分野で活躍しており、JICA 全体で

HPNSDP2011-2016 の目標達成に向けてバングラデシュの保健政策を支援している。 

 

表３－８ JICA が支援する活動計画（OP）（予定も含む） 

OP番号 OP 名称 実施責任機関 

JICA 技術協力 

（SMPP フェー

ズ 1、2） 

青年海外協力隊 

円借款 

フェーズ 1 

1 

母子・新生児・青年の保健 

（Maternal, Neonatal, Child and 

Adolescent Health：MNCH） 

DGHS X X 

2 
必須サービス提供 

（Essential Service Delivery：ESD） 
DGHS X  

3 

コミュニティヘルスケア 

（Community Based Health Care：

CBCH） 

RCHCIB 

DGHS 
X X 

6 
感染症対策 

Communicable Disease Contro：CDC） 
DGHS X  

9 
病院サービス管理 

（Hospital Service Management：HSM） 
DGHS X  
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18 

母子、リプロダクティブ、青年期の保

健 

（Maternal, Child, Reproductive 

Adolescent Health：MCRAH） 

DGFP X X 

26 
看護教育とサービス 

（Nursing Education and Services：NES） 

 
予定 予定 

28 
構造物開発 

（Physical Facility Development：PFD） 

 
 X 

 

３－５ HPNSDP 2011-2016 の看護教育・サービス活動計画 

看護教育及び人材育成に焦点を当てている活動計画（OP）は、OP26：看護教育及びサービス

（Nursing Education and Service：NES）と OP29：人材管理（Human Resources Management：HRM）

であり、それぞれ DNS 局長が NES OP 実施の、MoHFW 総務局次官補佐（Additional Secretary, Admin）

が HRM OP の責任者（Line Director：LD）である。 

NES OPにはHPNSDP2011-2016の 5年間に予定されている開発予算約 2,220億タカのうち、1.5％

に当たる 24 億タカが配分されている。対して HRM OP に対する配分は約 0.7％の 15 億 4,000 万

タカにとどまる。 

 

表３－９ OP26 NES の主な活動概要 

NES 

全体目標 看護・助産分野の教育及びサービスの拡充と改善 

活動目標 

1．看護大学・学校の改善、強化 

2．DNSの改善、強化 

3．看護・助産分野の人材育成計画の策定 

4．優秀な看護師・助産師を育成するための看護・助産教育の強化 

5．看護師の専門能力、指導力、管理能力の向上 

6．看護研究センター（Nursing Research Cell）の強化による国立看護研究審議会の設立 

7．国内外関係機関とのネットワーク強化 

8．看護管理情報システム（NMIS）の開発と強化 

重点活動内容 

1．看護・助産教育における質の確保 

a）モニタリング評価システムを確立し、看護・助産サービスの質を確保する。 

b）DNSから看護サービス総局（Divectorate General of Nursing Service：DGNS）へ昇格するた

めの組織改編 

2．看護・助産教育サービス改善と研修の実施 

a）看護教員育成、人材確保 

b）看護大学・学校の拡充 

3．人材管理 

a）法令整備：BNCとの連携により、患者と医療従事者を確実に保護するシステムを構築する 

4．公正な人材配置と活用のための人材育成計画を策定し、実施する 

5．DNS及び看護大学、看護学校にパソコンとMISプログラムを段階的に配布、インストールする 

出所：NES OP を基に JICA 調査団作成 
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表３－10 OP29 HRM の主な活動概要 

HRM 

全体目標 HPNSDP2011-2016の効率的な実施にむけ、有能な保健人材を育成し適時に輩出する 

活動目標 

1．保健人材育成計画及び調整業務を全般的に改善する 

2．保健人材の養成と採用を加速化させる 
3．現在の保健人材の管理を改善する 
4．人材管理を担当する組織及び責任者の能力強化 
5．保健人材情報の自動更新が可能な人材情報システム（HRIS）を開発する 
6．保健人材関連法規を改正し、認定システムを導入する 

重点活動内容 

1．バングラデシュ保健人材戦略をまとめ、実施する 

2．人材管理の成功事例を取り入れ、採用規則を改定する 
3．人材管理データの自動化に向けて人材情報システムを改善する 
4．医療施設の編成装備表を標準化する 
5．業務分析結果を踏まえ、職務内容書（Job Description）を策定・改訂する 
6．2011-2016年の人材育成計画を策定し、2011～2021年の人材育成予測を行う 

出所：HRM OP を基に JICA 調査団作成 

 

３－６ ドナーの動向 

（1）WHO 

WHO はこれまで主に看護師教育のカリキュラム改訂（HSC＋3 年制のディプロマ及び 4

年制の学士課程）に関して、BNC 及び DNS への支援を通じて成果を上げている。現在は 2014

～2015 年の 2 年間の計画で、DNS の看護行政能力や BNC の規制・監督能力の向上の支援を

行っている。WHO は現在申請中の看護助産師法案〔Nursing and Midwifery Act（仮称）〕作成

のほかにも、以下の活動を実施している。 

    

・ DNS 管理職に対するリーダーシップ能力強化 

・ 助産師教育と助産サービスの向上のための戦略策定の支援 

・ 「モデル地区」を数カ所設置し、看護学生に対して質の高い看護体験を積ませるプログ

ラムの実施（看護の質を高める組織文化の定着が可能になり、患者中心・根拠に基づく

看護サービスの提供ができているとの自己評価）。 

・ 4 カ所の助産研修センターにおいて、郡レベルに配置されている看護師（registered 

nurse/midwife）合計 180 名に対する 6 カ月研修の支援 

・ BNC による看護師、助産師の認定・登録基準の策定支援 

・ DNS、BNC に対する機材等の提供（パソコン、コピー機、モデム等） 

・ 下記文書の策定支援 

- Strategic directions for nursing and midwifery（2011-2016）： 

- DNS Nursing Regulation / Act：BNC 

- Strategic Directions for nursing research capacity 

・ DNS（サービス及び教育提供者）に対するネットワーキング強化支援 

・ Nursing Research Cell を通じた看護分野調査の強化 

 

（2）UNFPA 

UNFPA は、第 8 期活動計画（2012～2016 年）において、リプロダクティブ・ヘルス、ジ

ェンダー平等、家族計画の分野を 3 つの柱として掲げている。このうち、特に助産師教育に

力を入れており、バングラデシュ政府、UNICEF、WHO も参画する母子保健イニシアティブ

（Maternal and Neonatal Health Initiative）を主導し、バングラデシュにおける助産サービスの
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包括的なレビューを提案しているほか、11 県で CSBA の育成に取り組んでいる。加えて、2012

年に開始された 3 年制の助産師ディプロマコースを 20 センターで WHO と共同で支援すると

ともに、助産教育者研修を実施中である。 

また、本調査期間中の 5 月 5 日に開催された「国際助産師の日（International Day of the 

Midwife）」に関するイベントにおいても、「World of Midwife 2014 報告書」の概要説明を行い、

熟練助産師（Skilled Midwife）の重要性を強調している。 

 

（3）カナダ 

カナダは HPNSDP 2011-2016 における看護人材開発分野への支援として「Human Resources 

for Health（保健人材分野）」と名するプロジェクトにより約 2,000 万ドルを拠出。看護政策に

関する会議を主催するなど、バングラデシュにおける看護分野のドナーコミュニティにおい

て中心的な役割を果たしている。 

上記プロジェクトは 4 つのパートナー機関（McMaster University School of Nursing, Canadian 

Association of School of Nursing, Plan Canada, Cowater Consulting）から構成されるコンソーシ

アムにより実施している。母子と新生児、特に貧困層の女性と子どもの健康の改善を目標と

し、バングラデシュの看護教育の質向上を熟練分娩介助者の不足解消を支援する。主なる活

動は、全国に 43 ある 3 年制看護助産ディプロマ課程を実施する看護学校に対する教授法の

研修や看護学生の実習教育方法に関する研修を実施している。さらに、MoHFW HRM ユニッ

トの政策策定の支援や DNS を通じ看護人材データベースの構築も支援している。 

 

（4）大韓民国（以下、「韓国」と記す） 

韓国国際協力団（Korea International Cooperation Agency：KOICA）もカナダ同様バングラ

デシュにおける看護分野の主要ドナーのひとつであり、高等教育に注力している。2013 年

10 月、約 1,375 万ドルの無償資金協力案件として、MoHFW、ボンゴボンドゥ・シェイク・

ムジブ医科大学（Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University：BSMMU）、韓国の延世大学

との間で協定書（Memorundum of Understandings）を締結し、National Institute of Advanced 

Practice Nurses in Bangladesh の設立事業を実施中である。本プロジェクトは、BSMMU との

提携によりバングラデシュ初の看護修士課程の設置を主眼としている。 

活動の一環として、バングラデシュから合計 63 名の看護教官や管理職級の看護行政官を

研修のため韓国に派遣する計画があり、現在 15 名の現任看護教官が 5 カ月間派遣されるほ

か、3 名の看護修士学位保持者が 4 年間の看護博士課程へ留学する予定である。 

看護教育資機材の供与、並びに看護教育指導、カリキュラム開発等の韓国人専門家の派遣

も検討されている。あわせて、ダッカ市のキルガオン 500 床病院における地域看護や看護教

育関連センター等の建設も進められている。 

 

（5）ドイツ技術協力公社（Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit：GIZ） 

GIZ は、シレット管区の保健サービス改善をめざして Addressing Bangladesh’s Demographic 

Challenges（ABDC）と称するプロジェクトで実施中であり、シレットの各看護学校が実施す

る 3 年制の助産師ディプロマ課程に対する支援を行っている。また、シレット看護大学にお

ける助産師研修支援も実施中である。  



 

－33－ 

３－７ NGO の動向 

（1）BRAC（Bangladesh Rural Advancement Committee） 

BRAC は 1972 年に Fazle Hasan Abed 氏が設立したバングラデシュ最大の NGO で、設立当

初より保健支援（BRAC 保健プログラム）を展開している。自営の BRAC 大学では 3 年制の

助産師ディプロマコースを開講しており、コックスバザール、ダッカ、ディナジプル、クル

ナ、マイメンシン、シレットで民間及び NGO の事業実施パートナーとともに、母子保健に

係る医療サービスが不十分な遠隔地や農村部からの学生に助産師教育を行っている。卒業後

は助産師として各地域に派遣することをめざしている。 

 

（2）グラミン銀行グループ 

2010 年 3 月、英国グラスゴーカレドニア大学、ナイキ財団との共同事業として「グラミン

カレドニア大学」を設立し、3 年制の看護師ディプロマコース（1 学年定員 40 名）を提供し

ている。将来的には、バングラデシュの主要都市に看護大学を設置し、年間 1,000 名の看護

師を養成する構想をもっており、グラミンカレドニア大学はそのモデル校としてソーシャ

ル・ビジネスの原則に基づいて運営されている。 

この背景には、バングラデシュにおける看護師不足の解消に加え、グラミン銀行から融資

を受けている家庭の優秀な子女に専門的職業に従事する機会を提供し、経済的な自立を促進

するとともに、地域や家族を支援し、国家の発展にも貢献できる人材を育成するという理念

があり、卒業後はグラミン銀行グループのヘルスセンターなどの就業が保証されている。 

また、わが国の国立看護大学校は、グラミン銀行グループとわが国の国立国際医療研究セ

ンターとの共同事業の一環として、グラミンカレドニア大学と協力関係を構築している。

2011 年 1 月には、国立看護大学校の教員がグラミンカレドニア大学に派遣され、授業計画案

の作成や授業評価に関する技術支援を実施したほか、2012 年 2 月にはグラミンカレドニア大

学の教員を国立看護大学校に招へいし、看護教育の講義・演習や臨地実習に関するフォロー

アップ研修が行われている

27
。 

 

（3）アガハーン・ヘルスケア・トラスト 

マサチューセッツ総合病院及び American Higher Education Global Healthcare との連携によ

り、主に 1～2 年間の実務経験を有する看護師を対象として、看護技術・知識の向上をめざ

した Nursing Bridge Program（6 カ月～1 年間）を行っている。また、チッタゴンの Shamshun 

Nahar College of Nursing では、米国の Simmons College との連携により、ポストベーシックコ

ースを実施している。 

 

（4）Future Code 

わが国の NGO である E-education と共同で作成した DVD による看護教育の映像教材を活

用し、本年 5 月よりバングラデシュの軍病院を対象に看護師の能力強化プロジェクトを開始

している。今後 5 年間で全国 6,000 名の看護師を対象とする予定である。 

                                                        
27 綿貫成明、清水真由美他、バングラデシュ人民共和国 グラミンカレドニア看護大学教員招聘研修（平成 23 年度国立看護

大学校広報・国際交流委員会活動報告）国立看護大学校研究紀要 12（1）、2013 
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本プロジェクトでは、ホーリー・クレセント・レッド・クロス看護大学で行われているプ

ログラムのノウハウを取り入れた映像授業に加え、日本から派遣された医療スタッフによる

看護教育の講義や実技指導も実施予定であり、これまで日本の薬剤師による薬剤管理に関す

る講習や保健師による講義が行われている。 
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第４章第４章第４章第４章    看護教育看護教育看護教育看護教育 

 

４－1 看護及び助産教育カリキュラム 

バングラデシュ内で現在実施されている看護・助産教育の概要は、以下のとおりである。 

 

表４－１ 看護・助産師教育概要（BNC、DNS 認定済） 

カリキュ 

ラム名 

開始

年 

取得 

学位名 

教育

年数 

単位数・ 

時間数 
入学要件 

看護助産学

士課程 

 

BSc in 

Nursing 

Science and 

Midwifery 

course 

（2006） 

2008 

看護学士 

 

BSc in 

Nursing 

Science and 

Midwifery 

4 年 

5,200Marks 

6,672 時間 

（講義 2,424

時間、 

演習 744 時

間、 

実習 3,504 時

間） 

HSC 修了・現役入学者： 

- SSC（10 年）及び HSC（12 年）合格

者 

- Grade Point Avarage：GPA（SSC&HSC

合計）≧6.0 かつ GPA（SSC&HSC

おのおの）> 2.5 

- 入学試験（90％）、GPA 成績（10％） 

社会人入学者（登録看護助産ディプロ

マ取得者）： 

- 看護助産ディプロマ の GPA>2.0 

- 登録看護師で、2 年以上の臨床経験

を有する者 

- 30 歳以下 

- 入学試験（90％）、GPA 成績（10％） 

ポストベー

シック看護

学士課程 

（2 年制）

Post-basic 

BSc Nursing 

0102 

1978 

看護学士 

BSc in 

Nursing 

2 年 

106 単位 

3,120 時間 

（講義 1,584

時間、 

実習 1,536 時

間） 

- 4 年または 3 年のディプロマ看護助

産課程または整形看護 修了者 

- 登録看護師（RN）、登録助産師（RM）、

登録整形看護師（RON）、登録精神

科看護師（RPN）、登録看護助産師

（RNM）として BNC に登録されて

いる者 

- RN/RNM として 2 年以上の臨床経験

を有するもの 

- 筆記、口頭試験に合格（90％）、ディ

プロマ成績（10％） 

公衆衛生看

護学士 

BSc in 

Public 

health 

nursing 

看護助産デ

ィプロマ課

程 

Diploma in 

Nursing 

Science and 

Midwifery 

2008 

看護助産デ

ィプロマ 

Diploma in 

Nursing 

Science and 

Midwifery 

3 年 

110 単位 

4,128 時間 

（講義 1,184

時間、 

演習 256 時間、

実習 2,688 時

間） 

- 19 歳以上 

- HSC 合格（12 年）GPA≧2.5 
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助産師ディ

プロマ課程 

Diploma in 

Midwifery 

2012 

助産ディプ

ロマ 

Diploma in 

midwifery 

3 年 

4,192 時間

（講義 1,700

時間、実習

2,492 時間） 

- GPA（SSC&HSC 合計）≧5.0 かつ

GPA（SSC&HSC おのおの）> 2.5 

- 35 歳以下（入学生の 75％は 25 歳以

下である制約あり） 

ポストベー

シック助産

研修 

Post Basic 

Midwifery 

certificate 

2010 

助産師 

Midwifery 

Certificate 

6 カ月  

- 2 年間の臨床経験を有する RMN 又

は RN 

- 45 歳以下 

出所：Curriculum for BSc in Nursing（2006）, 

Post-Basic Bachelor of Nursing Science Curriculum and Syllabus（2012）, 

Diploma programme in Nursing science and Midwifery（2006）, 

Diploma in Midwifery curriculum（2012）, 

 

看護学の修士課程はまだ設置されていない。現在、国内での国立 5 医科大学に医学部の公衆衛

生修士コースが開講されており、看護師の修士号取得者は、同学部における公衆衛生修士（Master 

of Public Health：MPH）を取得する者が多い。また、海外での取得者や遠隔教育での学位取得者

もいる。現在韓国の支援により看護科学修士課程を設立している。 

以下に課程の種別に講義・実習内容と時間数を概観する。 

    

（1）3 年制看護助産ディプロマ課程 

3 年制看護助産ディプロマ課程（3-year Diploma in Nursing and Midwifery Curriculum）は、

個人・家族・コミュニティの健康の維持と促進のために、医療・看護知識に根ざした患者中

心の看護、患者のニーズに合わせた質の高い看護ケアのできる人材を育てる目的をもつ

28
。

専門基礎科目 360 時間、専門科目 3,768 時間（うち実習 2,688 時間）、計 4,128 時間で構成さ

れている。2008 年まで行われていた「4 年制看護助産ディプロマ課程（3 年の看護教育と 1

年の助産教育からなる）」との大きな変更点は、以下のとおり。 

 

表４－２ ディプロマ看護師課程の変更点 

4 年制看護助産ディプロマ課程 

（旧制度） 

3 年制看護助産ディプロマ課程 

（2008 年からの現行制度） 

① 入学要件は、SSC 修了者 

② 時間、学年制 

③ 総時間数：5,142 時間 

④ BNC が最終試験を実施 

⑤ ライセンス発行の総合試験はなし 

① 入学要件は、HSC 修了者 

② 単位、セメスター制 

③ 総時間数：4,128 時間（主に実習時間の削減） 

④ コンピュータ、コミュニケーション、研究& 

EBN などの科目の追加 

⑤ 各学校において定期試験を実施 

⑥ 各学校においてライセンス発行の総合試験

                                                        
28 Diploma in Nursing Science and Midwifery（2006） 
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を実施 

⑦ 男子学生が助産関係科目を女子学生と同様

に履修できるようになった 

出所：JICA 調査団作成 

 

バングラデシュの本課程は、化学・物理・生物学等の科目が含まれていることが特徴であ

る。これは、ディプロマ課程の場合入学要件に理科系を必須としていないため、就学中に理

数科の教科知識を同課程で補足する必要があるためと推測される。 

一方、専門基礎科目に関しては、関連法規や社会福祉関連の科目は含まれていない。講義

1,184 時間、演習 256 時間に対し、実習 2,688 時間と（講義及び演習：実習＝1：1.9）と比較

的実習の占める割合が大きい。演習時間は 256 時間と少ないが、インターンシップという科

目が別にあり、288 時間の実地研修の時間が確保されている。 

学生に対する評価は、筆記試験と実技があり、実技は臨床現場で評価されることとなって

いる。 

以上のように実践重視のカリキュラムであり、英国ディプロマ課程（3 年の教育期間の総

合学習時間は 4,600 時間以上で約半分が実習に割り当てられている。また国家試験はなく、

コース修了により登録となる）と類似する点が多い。 

 

表４－３ 看護・助産ディプロマ課程のカリキュラム（2006 年） 

科      目 年次 単位 
時間数 

講義 演習 実習 

教養一般 

社会科学 1 2 32 0 0 

心理学 1 2 32 0 0 

化学・物理学 1 3 40 16 0 

生物学 1 2 32 0 0 

英語 I 1 3 32 32 0 

英語Ⅱ 2 3 32 32 0 

英語Ⅲ 3 3 32 32 0 

コンピュータ 1 1 16 0 0 

専門 

基礎科目 

コミュニケーション 1 2 16 32 0 

解剖生理学 1 6 80 32 0 

微生物・寄生虫学 1 3 40 16 0 

栄養学 1 3 40 16 0 

病態生理学 1 3 48 0 0 

疫学・統計 1 2 32 0 0 

薬理学 2 3 48 0 0 

専門科目 

看護学概論 1 3 48 0 0 

ヘルスアセスメント 1 2 24 16 0 

基礎看護学 1 6 48 32 192 
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看護研究 1 1 16 0 0 

地域看護学Ⅰ 1 2 32 0 0 

地域看護学Ⅱ（個人と家族） 2 3 32 0 96 

地域看護学Ⅲ（コミュニティ） 2 3 32 0 96 

成人看護学Ⅰ 2 3 24 0 144 

成人看護学Ⅱ 2 3 24 0 144 

成人看護学Ⅲ 3 6 48 0 288 

整形外科看護学 2 4 32 0 192 

小児看護学 2 5 48 0 192 

老年看護学 2 2 16 0 96 

精神看護学 2 2 16 0 96 

助産学Ⅰ 3 8 64 0 384 

助産学Ⅱ 3 8 64 0 384 

リーダーシップ 3 2 16 0 96 

新生児看護学 3 2 32 0 0 

研究 & EBN （ Evidence-Based 

Nursing） 
3 1 16 0 0 

インターンシップ 3 3 0 0 288 

合計時間 4,128 110 1,184 256 2,688 

1 単位は講義 16h、演習 32h、実習 98h で換算 

出所：Diploma in Nursing Science and Midwifery（2006） 

 

（2）4 年制看護・助産学士課程 

教養一般 504 時間、専門基礎科目 848 時間、専門科目 5,320 時間（うち実習時間 3,504 時

間）、計 6,672 時間で構成されている。講義・演習対実習の割合は、1：1.1 である。 

3 年制看護・助産ディプロマ課程と比較すると、教養科目では物理・生物学等の一般基礎

科目がない。専門基礎科目は、修学年限がディプロマ課程より 1 年長いため時間数は増加し

ているが、科目数は同じである。一方、専門科目（基礎看護学、ヘルスアセスメント、外傷・

整形外科看護、助産・産科学）では、3 年制看護助産ディプロマ課程に比べ演習時間が大幅

に増えている。これは、臨地実習の前に、ケアの根拠づけ、基礎看護技術を学ぶ機会を設け

る意図がある。 

また研究や教授能力を高めるための科目である研究関連科目（看護研究、根拠に基づいた

看護（Evidenced Based Nursing 等）に対する時間数も大幅に増やしているほか、新規科目と

して救急看護学、看護教育学が加えられている。 

助産関連科目（産婦人科看護学、助産・産科学 I&II、リプロダクティブ・ヘルス）につい

ては、3 年制ディプロマ看護師課程より講義時間数は増えているが、実習時間はほぼ同じで

ある。また実地研修と位置づけられているプロジェクトスタディの実習時間は、ディプロマ

課程よりやや減っている。 
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学生に対する評価は、筆記試験・口頭試問・実技試験によってなされる。口頭試問、実技

試験には、外部の試験官が加わることになっている。4 年制学士看護師課程のカリキュラム

では、国際基準に合った看護能力の獲得とともに、海外への看護師の輩出についても言及さ

れている。 

 

表４－４ 看護・助産学士課程のカリキュラム（2008 年より施行） 

科      目 年次 
時間数 

講義 演習 実習 

教養一般 

英語 I 1 72 48 0 

英語Ⅱ 2 72 48 0 

コンピュータ & IT 1 48 48 0 

社会学 1 72 0 24 

心理学 1 72 0 0 

専門基礎科目 

解剖学 1 96 64 0 

生理学 1 96 64 0 

微生物学 1 72 32 0 

栄養･食事療法学 1 72 32 96 

薬理学 2 72 0 0 

病理・生理学 2 72 0 0 

疫学・統計 3 80 0 0 

専門科目 

基礎看護学 I 1 120 240 216 

基礎看護学 II 2 96 0 0 

ヘルスアセスメント 2 48 48 0 

成人内科・外科看護学Ⅰ 2 120 0 480 

成人内科・外科看護学Ⅱ 3 96 0 288 

小児看護学 2 96 0 192 

地域看護学Ⅰ 2 96 0 192 

地域看護学Ⅱ 3 72 0 96 

産婦人科看護学 3 48 0 48 

老年看護学 3 64 0 96 

外傷・整形外科看護学 3 80 24 192 

精神看護学・メンタルヘルス 3 80 0 192 

救急看護学 3 80 0 192 

助産・産科学Ⅰ&Ⅱ 4 120 48 672 

新生児看護学 4 32 0 48 

リプロダクティブ・ヘルス 4 48 0 48 

看護管理 4 72 0 96 

看護教育 4 72 0 96 

看護研究 4 72 0 0 
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EBN（Evidence-Based Nursing） 4 16 48 0 

プロジェクトスタディ 4 0 0 240 

合計時間 6,672 
 

2,424 744 3,504 

合計週 139 
 

50.5 15.5 73.0 

週数：8 時間/1 日、週 6 日で換算 

出所：Curriculum for BSc in Nursing（2006） 

 

（3）2 年制ポストベーシック学士課程 

2 年以上の臨床経験のある登録ディプロマ看護助産師を対象とした学士資格取得のための

課程であり、モハカリ看護大学で 1978 年に開始された。現行制度は旧カリキュラムに、4 年

制ディプロマ看護師課程になかった科目〔薬理学、基礎看護、ヘルスプロモーション、老年、

救急及び外傷、新生児・小児、母子看護、根拠に基く看護（Evidence-Based Nursing：EBN）

等〕を追加し、4 年制学士課程と同等なアカデミックな知識・技能を修得することをめざし

て 2012 年に改正されている。 

看護と公衆衛生看護の 2 コースがあり、それぞれ看護学士と公衆衛生看護学士の学位が取

得できる。学生は現職看護職がほとんどで、学位取得後は職場へ復帰する。公衆衛生看護学

士を取得した学生は、公衆衛生看護師として県保健局に配置される可能性もある。 

2 年制現任教育を実施している教育機関は、ダッカ、チッタゴン、ラジシャヒ大学の提携

校とすることが義務づけられており

29
、提携している大学により科目の名称や履修内容は若

干異なっている（例えば看護コースでは、地域看護学を 30 時間のみ、公衆衛生看護コース

では、成人看護学を 30 時間のみとする等）。 

 

表４－５ ポストベーシック看護学士課程のカリキュラム（2012 年） 

科       目 年次 単位 
時間数 

講義 演習 実習 

英語、スタディスキル&IT   48 0 0 

化学・物理学 1 2 32 0 0 

解剖生理学 1 4 64 0 0 

微生物・病理学・薬理学 1 3 48 0 0 

社会学・心理学 1 4 64 0 0 

基礎看護学 1 4 64 32 0 

栄養学・栄養障害 1 4 32 0 96 

疫学・疾病対策 1 3 48 0 0 

成人看護学&病態生理学Ⅰ 1 6 48 0 144 

成人看護学&病態生理学Ⅱ 2 6 64 0 96 

地域看護学Ⅰ 1 6 48 0 144 

地域看護学Ⅱ 2 6 64 0 96 

                                                        
29  Bangladesh Nursing Council ordinance 1983, named as Nursing institute/Nursing collage establishment and Nursing course 

conduction related regulation in private Sector. 
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新生児&小児看護学 1 5 48 0 96 

ヘルスプロモーション、健康教育&コミュ

ニケーションスキル 
1 5 48 0 96 

老年看護学 1 3 32 0 48 

メンタルヘルス&精神看護学 2 6 64 0 96 

救急、外傷&整形外科看護学 2 6 64 0 96 

リプロダクティブ・ヘルス&母性看護学 2 6 64 0 96 

看護管理・マネジメント 2 6 64 0 96 

看護教育 2 7 64 0 144 

カリキュラムデベロップメント 4 4 32 0 96 

リサーチ&生物統計学&EBN 2 6 64 0 96 

  
106 1168 32 1,536 

自己学習時間  384 

合計学習時間 3,120 

出所：Post-Basic Bachelor of Nursing Science Curriculum and Syllabus（2012） 

 

（4）助産師教育 

「助産師教育」は、3 年制助産ディプロマ課程（2012 年設立）とポストベーシック認定助

産師（6 カ月）の 2 コースが実施されている。これら助産師課程は、UNFPA 及び WHO の支

援を受け国際助産師連盟（International Confederation of Midwife：ICM）

30
、

31
の助産業務に関

するスタンダードを基に、カリキュラムを作成している。ポストベーシック 認定助産師の

コースは、助産師不足を短期的に緩和する目的で開講され、2 年以上の臨床経験のある登録

看護助産師（RNM）を対象とし、助産に特化した技能を身に付ける目的として実施されてい

る。2014 年 6 月までに 1,000 名以上が研修を受け、そのほとんどが所属先病院の産科へ配属

されている。 

 

４－２ 教育人材 

（1）指導教官の人数 

表 4－6 は、DNS が管轄する看護教育における看護職ポストの確保状況を示したものであ

る。学校長以下、看護大学講師までを含む 1st Class に分類されるポストは 123 名の定員中、

実際に配置されているのは 19 ポストのみ（充足率 15.4％）、教員・指導員ポストも 345 ポス

トのうち確保できているのは 130 ポストのみ（充足率 37.7％）であり、指導教官の大幅な不

足がみられる。 

 

  

                                                        
30 Essential Competencies for Basic Midwifery Practice 2010 amended 2013. International Confederation of Midwife（ICM） 
31 Standards of midwifery practice for safe motherhood, 1999, World Health Organization. WHO Regional Office for South East Asia. 
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表４－６ DNS が管轄する看護教育における看護職ポストの状況 

Grade Name of the Posts Place of the Post（s） 
Sanctioned 

posts 

Status of Posts 

Enam New 

1st Class Posts 

6 Principal College of Nursing, Mohakhali 1 1  

4 Principal CoN-Bonga, Forzderhat, Khulna 3  3 

5 Vice Principal College of Nursing, Mohakhali 1  1 

5 Vice Principal CoN-Bonga, Forzderhat, Khulna 3  3 

5 Professor College of Nursing, Mohakhali 1  1 

5 Professor CoN-Bonga, Forzderhat, Khulna 6  6 

6 Assistant Professor College of Nursing, Mohakhali 1  1 

6 Assistant Professor CoN-Bonga, Forzderhat, Khulna 12  12 

7 Assistant Professor College of Nursing, Mohakhali 1  1 

7 Assistant Professor CoN-Bonga, Forzderhat, Khulna 24  24 

7 Principal Nursing Institutes 9 8 1 

9 Lecturer College of Nursing Mahokhali 10 10  

9 Lecturer（Nursing） College of Nursing Mahokhali 1  1 

9 Lecturer（English） 

College of Nursing Mahokhali 

CoN-Bogna, Fowzderhat, 

Khulna 

2 

3 
 

2 

3 

9 
Lecturer 

CoN-Bogna, Fowzderhat, 

Khulna 
45  45 

Sub Total 123 19 104 

2nd Class Posts 

10 Nursing Institutor in- 

charge 
Nursing Institutes 42 12 30 

10 Nursing Instructor Nursing Institutes 283 114 169 

10 Instructor College of Nursing, Mahokhali 8 4 4 

10 Demonstrator CoN-Bogra, Fowzderhat, Khulna 12  12 

Sub Total 345 130 215 

出所：DNS, Annual Report, 2010-2012（抜粋） 

 

学校組織編成については、人員配置規定を基に教員が配置される

32
が、政府が目標とする

基準（学生/教員の国際基準は 8/1）
33
と比較しても教員数の不足が見受けられる。 

MoHFW がまとめた HRD data 2011
34
によると、2011 年時点での教員対学生比率は、教員 1

                                                        
32 DNS, Annual Report, 2010-2012 
33 Operational Plan Nursing Education and Services in Health, Population and Nutrition Sector Development Programme（HPNSDP）, 

Department of Nursing services, 2011: Dhaka. 
34 Human Resources Development data sheet, H.R.D. Unit, Editor 2011, Ministry of Health and family Welfare, Government of People’s 

Republic of Bangladesh. 
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名に対し学生 27 名である。今回調査したダッカ看護大学では教員 1 名に対し学生 24 名、チ

ッタゴン看護大学で教員 1 名に対し学生 37 名であった。また定員の約 1 割が留年している

との報告もあることから、教員対学生比率は、これよりも実際は悪くなっていると考えられ、

教員不足が想像される（「表 4－6 踏査看護教育機関の概要」参照） 

またディプロマ課程を教える看護学校の常勤教員は平均 2～3 名/校とさらに教員数が不足

している。今回調査した県病院附属看護学校でも、常勤教員はたった 3 名で、看護ディプロ

マコース、助産ディプロマコース、助産短期（6 カ月）コース（合計学生 100 名以上）を何

とか実施している状態で、講義担当コマの増加、実習指導時間の確保が非常に困難であるこ

とは明らかだった。現地調査で、シラバスや教授用参考書は、BNC が作成したものを参考に

していることは確認できたが、人員不足から看護大学の教員のように独自で教材を準備する

ことにも限界があると思われた。 

人員不足を補うために、多くの教育機関で非常勤教員（多くは付属する病院や医学部に在

籍する医師に対して 1 講義につき 500 タカを謝礼として支払って非常勤講師として教鞭を執

る）が講義を担当しており、約半数のコマを非常勤教員がカバーしているという報告

35
もあ

る。しかし、非常勤教員のコマは休講になることも多く、学校によっては人員不足からカリ

キュラムを規定どおりに実施できないところもあると思われる。例外として挙げられるのは、

BSMMU 看護学科で、一定の自治権が与えられている同大学では、教育の質の確保のために、

教員数に対して学生定員を減じる等して調整している。BSMMU 看護学科は、マンパワーの

面からも教員に余裕があり、講義内容や実習指導の時間も他の政府系教育機関に比較すると

確保されていた

36
。 

日本の例では、1990 年から看護教育において急激な大学化（学士課程主流化）の流れを受

け、2000 年にかけ看護大学が約 8 倍になり、教育に携わる教員が学士号をもっていない、臨

床経験がないまま教員となり実習指導にあたるなど、教員の質の確保が困難な時期があった

37
。

現在も大学院の設置が急激に進み、高学歴化が進むものの教員の人員不足が課題となるなど

38
、

バングラデシュと同様に教員の量・質の確保が追いつかない現状もある。 

バングラデシュにおいても、看護師及び看護教員のキャリアアップ計画が看護師・助産師

増員と並行して進められており、2011 年から 5 年計画で、海外の修士号修得者 300 名（うち

170 名が臨床専門看護師）を確保する予定である

39
。留学やドナーによる研修中の者、他の政

府機関に出向している教員も常勤職員のなかに含まれているが、不在者の補充は基本的にな

いため、常に欠員の状態で教育にあたらざるを得ない。この状態は、今後も数年間は続くも

のと予想される。 

 

                                                        
35 Operational Plan Nursing Education and Services in Health, Population and Nutrition Sector Development Programme（HPNSDP）, 

Department of Nursing services, 2011: Dhaka. 
36 BSMMU はバングラデシュで唯一の自治大学で、他の国立大学よりも、ある程度の意思決定権をもたせられている。専門医

を養成する医科大学。看護学科では一般看護師を養成。 
37 小山眞理子, 看護教育の現状と課題（特集:社会サービスを支える看護・介護の人材をめぐる諸問題）季刊社会保障研究 36

（4）, 505-509, 2001  国立社会保障・人口問題研究所 
38 大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会・最終報告 , 大学における看護系人材養成の在り方に関する検討

会,2011. 文部科学省. 
39 Operational Plan Nursing Education and Services in Health, Population and Nutrition Sector Development Programme（HPNSDP）, 

Department of Nursing services, 2011: Dhaka. 
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（2）教員の知識・経験 

ダッカ看護大学やチッタゴン看護大学では教員全員が修士号保持者であり、教授に関する

知識や能力も比較的高いと思われる。またその多くがバングラデシュ内で修了できる公衆衛

生修士号を取っている。海外での博士号取得者も少数ではあるが見受けられた。しかし、教

員数の不足から担当科目は自分の専門性に特化することは難しく、さまざまな科目を教授せ

ざるを得ない現状である。 

看護大学では、臨床経験のある教員がほとんどで、実習病院での勤務経験や臨床側とのつ

ながりを生かし、実習指導の時間が十分確保できない現状をカバーしている状態であった。

その一方で、現場離れによる教員の臨床能力の低下も指摘されている

40
。聞き取りによると、

県レベルの看護学校で行われている 3 年制助産ディプロマ課程や 6 カ月のポストベーシック

助産研修では、助産師としての教育を受けず、臨床経験ももたない教員が教授しているケー

スもあり、輩出される助産師の質が危惧される。 

 

表４－７ 本調査で踏査した教育機関における教員数及び修了学位 

教育機関名 分類 教員数 博士 修士 学士 ディプロマ 

ダッカ看護大学 大学 23 1 22 0 0 

BSMMU 看護学科 大学 9 M.D. 1 7 1 英 0 

チッタゴン看護大学 大学 15 0 15 0 0 

モハカリ看護大学 
ポストベーシッ

ク大学 
NA NA NA NA NA 

フォジュダルハット

看護大学 

ポストベーシッ

ク大学 
9 1 8 0 0 

ムンシガニ看護学校

（県病院附属） 

公立 

看護学校 
3 0 2 1 0 

コックスバザール 

看護学校 

（県病院附属） 

公立 

看護学校 
3 0 0 3 0 

チョッタグラム・

マ・オシシュ病院 

附属看護学校 

私立 

看護学校 
11 0 1 3 7 

ジェミソン・レッド

クレセント病院 

附属看護学校 

私立 

看護学校 
3 0 1 1 1 

脚注：MD：Medical Doctor 

出所：JICA 調査団作成 

 

  

                                                        
40 Berland, A.Richards, J.Lund, K. D. A Canada-Bangladesh partnership for nurse education: Case study. 
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（3）教授法 

講義は、伝統的に暗記型教育が基本であったため

41
、

42
、自主学習、批判的思考（クリティ

カルシンキング）及び問題解決型学習は長い間行われてこなかった

43
。しかし今回の調査で

は、講師によっては学生との双方向でのやり取り（学生へ質問をして回答を引き出し、それ

に対して指導・解説を行うスタイル）も目にすることができ、クリティカルシンキング、自

己教育（Self-Directed Learning）の考え方を取り入れるなど

44
、教授法が少しずつ変化してき

ていることも観察された。 

踏査した学校のなかには、BNC の作成した講義用ガイドラインを参考に授業展開がなされ

ていたが、それらをマニュアルのように使用し、教員が独創的に講義や演習の方法を組み立

てるまでには至っていないようであった。教員は授業計画を策定する知識を有するものの、

時間不足のため準備に手が回っていないとの意見が多かった。 

本調査の JICA 直営団員からは、学生の座学と実習での学びの統合（座学で学んだ知識が

実技を通じて身に付くこと）がどのくらいできているかという点について、教員自身、理論

は理論、実践は実践と分断して教育しているとの指摘が所感として挙げられた。また、教員

は校内で座学のみを教え、臨地実習を直接指導することがないため自身が教える座学の講義

内容をどのように実習内容とつなげるかを考える機会に乏しい。こうしたことの背景には、

教授自身の学生時代及び臨床看護師時代に理論に裏づけされた実践を経験していないこと

が考えられる。 

 

４－３ 臨地実習 

3 年制看護助産ディプロマ課程では、合計学習時間 4,128 時間のうち、2,688 時間が臨地実習に

充てられている。日本の看護 3 年教育課程の実習時間の 1,035 時間と比べると、バングラデシュ

の実習時間は 2 倍以上であり、実践経験に重きを置いていることがうかがえる。しかし、病院側

には学生の実習指導者やコーディネーターがいないか、いても病棟では日替わりで学生の担当者

が変わるなど、数週間にわたる実習の期間に一貫して学生を指導できる体制が整っているとは言

い難い。 

実習ローテーションは、1～3 日ごと、3～4 週間ごとなど実習の教育内容や病棟の背景により

さまざまである。実習時間は、8～14 時（病棟の日勤シフト）、20～8 時（夜勤シフト）で実施さ

れているところが一般的であった。夜勤は、高学年からローテーションのなかに組まれ、夜勤の

次の日は講義がない休みを充てているところ（公立大学系）、夜勤の次の日にも講義がある学校

（私立大学系）等がみられた。 

学生は、各病棟に配置されるが、病棟の看護師は 2 名/50～100 床程で、その看護師について 2

～10 名の学生が実習を行っている。多くの学生は病棟で代替人材となって検温、配薬・投薬と医

療処置の実践（注射等）に多くの時間を費やしており、看護師が学生に教育目的で指導にあたる

                                                        
41 International Nursing Review. 57（3）352-358, 2010. 
42 綿貫成明、清水真由美他、バングラデシュ人民共和国 グラミンカレドニア看護大学教員招聘研修（平成 23 年度国立看護

大学校広報・国際交流委員会活動報告）国立看護大学校研究紀要 12（1）、2013 
43 Berland, A.Richards, J.Lund, K. D. A Canada-Bangladesh partnership for nurse education: Case study. 

  International Nursing Review. 57（3）352-358, 2010. 
44 Bangladesh Nursing Council, Diploma in Nursing Science and Midwifery course Syllabus. 2006, Bangladesh 
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余裕はほとんどないのが現状である。基礎看護教育の内容が看護実践に反映されていないことも

多く、教育と臨床実践の間には隔たりがあり、学校で学んだことを実践を通じて体得できる環境

ではないといえる。 

また、踏査した官団員からは、座学は暗記型が中心の教授法で、学生は定義や観察項目などは

淀みなく回答できる一方で、それらの根拠や理由づけ（なぜそれが必要なのか、という点）への

理解は十分ではなく、実習のなかで、対象者の全体像を踏まえた健康問題/課題の把握とアセスメ

ントには至っていないとの指摘があった。 

「職務記述書（Job Description）2006」には、看護師長をはじめとする臨床看護師の、学生の実

習への積極的なかかわりについての記述があり、各学生の評価も看護師長もしくはシニア看護師

/スタッフ看護師のいずれかが行うこととなっているが、実際にはなされるケースは少ない。学校

側、病院側ともに、「学校が臨地実習内容を受け入れ病院及び学生に明確に示し、病院の協力を

仰ぎながら看護師（臨床実習指導者）が、臨床現場において学生へ教育的にかかわる/実習指導を

行う」という認識が低い。彼らの認識を変化させ、臨地実習の教育環境が改善されるよう、臨床

現場における指導者の養成・能力開発が必要である。 

 

４－４ 看護学生の状況 

（1）4 年制看護・助産学士課程 

看護学・助産学士課程では、BNC 規定のカリキュラムが用いられ、学生は年に 2 回行われ

る定期試験（筆記、口頭、実技試験）によって評価される。試験結果によって、約 1 割の学

生が留年している状況にある。踏査した学校のなかでは、学生と教員比のバランスが比較的

取れている学校ほど、留年者数が少ない傾向にあった。 

近年バングラデシュの看護教育も暗記型の学習から、問題解決型の学習に移行しつつある

45
。

教員のなかには、学生に質問を投げかけ、「どうしてそう考えたのか？」など学生の考えを

発表させる講義形式を執る教員も出てきている。講義の視察では、学生が熱心に質問する様

子や、発表を行う姿が印象的であった。 

BSMMU 看護学科では、専門職者として学習を継続することの重要性を認識させることや、

バングラデシュの将来を担う看護職/リーダーとしての意識づけを行う面もみられた。PC 室

等の教育環境が整っている学校では、学生のコンピュータスキルも比較的高く、コンピュー

タを用いた教材作成などの演習も行われ、幹部候補者として教育的視点を意識した教育がな

されていた。 

一方、臨地実習に関しては、学校で習ったことと臨床現場の実務との乖離や、実習指導の

不十分さにより、看護実践能力については多くの課題があると思われる。 

 

（2）3 年制看護・助産ディプロマ課程 

ディプロマ看護師のカリキュラムは、実践を重視して構成されている

46
。同じカリキュラ

ムに基づいて教育を提供しているにもかかわらず、踏査した公立病院と私立大学病院附属の

看護学校では、教員数や科目の履修状況、教育の質について大きな差がみられた。具体的に

                                                        
45 Bangladesh Nursing Council, Diploma in Nursing Science and Midwifery course Syllabus. 2006, Bangladesh 
46 4 年制学士課程は実習/（講義＋演習）比率が 1.1 であるのに対し、3 年制ディプロマ課程では同比率が 1.9 であり、後者の

方が比較的実習重視のカリキュラムといえる。 
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は、前述の「4-2 教育人材」でも触れたとおり、ダッカ、チッタゴンともに県病院附属看護

学校では、たった 3 名の専任教員で 100 名以上の学生を教育している状況にあり、学内での

講義・演習の質を確保するのは現実的ではない。また、臨地実習先となる付属の県病院では

看護師数が不足しており、学生は「学習者」という位置づけよりも、附属病院での「労働力」

として扱われることが常態化している。 

他方、チッタゴンにある私立チョッタグラム・マ・オシシュ病院附属看護学校では 1 学年

の学生数を 25 名に絞ってきめ細かい教育を行ったうえで、卒業後は附属病院で 5 年間の就

業を義務づけており、在学時の教育のみならず、臨床現場で実践経験を経て一人前の看護職

に育てるという一貫した看護教育を実施している私立看護学校も存在する。今回の現地踏査

の際に、大学の附属病院で実習しているディプロマ学生に「実習で何を勉強しているか」を

質問したところ、バイタルサインや注射と答えた学生が多くあり、座学で学んだ看護の精神

を、実践を通して体得するというよりも、ただ技能としての処置の習熟に偏りがちな現在の

バングラデシュの看護実践を表している。 

 

（3）ポストベーシック学士看護師課程 

ポストベーシック看護学士課程は、看護コースと公衆衛生看護コースの 2 コースがあり、

公衆衛生看護コースでは、地方での地域医療フィールドスタディを行っている。学生の自主

的な学習能力を高めるために、グループワークやディスカッションを取り入れ、なかには学

生に教材の作成を行わせるなど、学びの本質を充実させる工夫がみられる。今調査で踏査し

た際は、健康教育の授業が行われていた。学生たちはグループに分かれ、自分たちで作成し

た教材を使いながら、健康教育のデモンストレーションを行っていた。 

同課程の学生は、既に 2 年以上の臨床経験を有しているため、本課程の臨地実習では彼ら

の能力を学士に求められる高水準の看護の実践に結び付けることが本来求められる。しかし、

実際の現場では看護記録すら取られていない現場もある。 

ポストベーシック学士看護師課程の学生は、現役入学者である学士課程の学生と比較する

と、留年が多い傾向がみられた。背景として、病院勤務と並行して就学していることから学

習時間の確保が難しく、特に基礎科目の理解が遅れがちであることが考えられる。なかでも

年齢が比較的高い学生（入学要件に年齢制限がない）は、授業についていけない者も多い。 

同課程の教員からの聞き取りでは、学生の能力をかんがみると、教育期間を現行の 2 年間

よりも 3 年間とする方が望ましいが、現職看護師達にとって 3 年は長過ぎ、学生が集まらな

いだろうとの意見もあった。 

 

４－５ 看護教育機関の審査登録及び監督の実施状況 

看護人材を育成する教育機関の水準を確保するためには、行政の指導・監督機能が重要となる。

バングラデシュでも政府系・私立系にかかわらず、看護教育機関が新設される場合には、BNC が

あらかじめ定められた基準に従って審査を行い、登録・認可（Accreditation）を行っている。 

現在バングラデシュ政府が規定している看護教育機関設置（私立）に係る要件は、表 4－8 の

とおりである。 
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表４－８ 看護教育機関設置に係る要件（私立） 

要件 内 容 

学士 コース基本要件 

教員対学生比率 
講義の場合：教員 1 名に対し学生 40 名 

実習の場合：教員 1 名に対し学生 8 名 

非常勤教員 常勤教員数の 4 分の 1 以下 

床面積 学生 50 名に対し、床面積 3 万平方フィート以上の確保 

教室 学生 50 名に対し、1 教室 

演習室 7 つの演習室（用途：看護技術、栄養、微生物、解剖、コンピュー

タ、医学演習）の確保 

その他施設 教員の居室、事務室、図書室、ビデオ・オーディオ機材室等の確保 

実習機関 100 床以上を有する実習施設の確保 

更新 3 年ごと 

BNC によるモニタリング

の実施 

新設後 5 年間は、年 1 回。その後 2 年ごと 

外国人学生の比率 学生総数の 3 分の 1 以下 

学士コース専門要件 

実施機関要件 
University Grant Commission（UGC）または国立大学規則を満たす

機関 

学校長 
修士（看護または公衆衛生、看護関連領域）以上の学位と、看護領

域で 7 年以上の教育経験を有する者 

教員 
修士（看護、医学、看護関連領域）または学士（看護、公衆衛生）

以上の学位を有する者 

その他 UGC の要件を満たすこと 

ディプロマコース要件 

学校長 
学士（看護または公衆衛生）以上の学位と、5 年以上の教育経験を

有する者 

教員対学生比率 講義：教員 1 名に対し、学生 20 名 

演習：教員 1 名に対し、学生 8 名 

脚注：University Grants Commission（UGC）は、公立大学への財政面での助言及び政府への高等教育に関する問題について助

言を行う機関である。The President’s Order（P.O.）No. 10 of 1973. の基に設置されている。http://www.ugc.gov.bd/ 

出所：Operational Plan Nursing Education and Services, HPNSDP（2011）The guidelines for accreditation for private sector nursing 

collage/nursing institute and nursing course, 2008 as per the Bangladesh Nursing Council Ordinance（1983） 

 

BNC の業務は、教育機関が新設される場合の審査・認可・登録と、継続的な指導・監督である。

しかし BNC も人員が不足しており、実情としては開設時の認可が中心で、継続的なモニタリン

グを通じた、平時の教育内容の指導・監督が十分に行われていない。バングラデシュでは、看護

師・助産師資格取得のための国家試験はなく、各教育機関の卒業試験がそれに相当するため、各

機関の教育の質の確保が重要であるが、十分な機能を果たしているとはいえない。現行では留年

者の数や定期試験の成績を指標として、質の評価を行っているような状態である。 
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４－６ 看護教育機関の特徴 

表 4－9 は、本調査で踏査した看護教育機関の規模、学生数、予算等について、看護学校種別

ごと、地域ごとの特徴を整理したものである。なお、踏査対象教育機関については、Health Bulletin 

2012 に基づき、運営母体（公立・私立）、取得学位、規模の観点から、代表的な機関を選定した。 
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４－７ 教育環境 

（1）公立看護教育機関 

踏査対象の教育機関では、教室のスペース、机・椅子の数はほぼ適正に確保されていた。

BNC が設けた基準に従って校舎を設計、配備していると考えられる。一方、演習室はどの学

校でもスペースが狭く、配置ベッド数及び物品も学生が学内演習を行うには十分とはいえな

い。BNC の定める基準には、一般の教室の面積や 1 教室当たりの学生数の目安があるのに対

し、演習室にはそのような数値基準がないことが原因と考えられる。 

教育物品・機材に関しては、看護教育機関の設置基準のなかで、品目・数に関する規定を

見つけることはできなかった。しかし、HPNSDP の看護教育及びサービス活動計画（Nursing 

Education and Service OP）のなかに看護教育機関への供与計画リストがあり、学校の規模別

に品目と数が示されている（表 4－10 参照）。今回踏査した学校では、中央政府からリスト

に従って調達された物品が数回に分けて届いており、学校側も公文書にて予定の供給数を把

握していた。現在、各校の整備水準が平準になるよう定数化に向けた努力がなされていてい

る段階である。コンピュータ室も、ポストベーシック看護教育機関をはじめ、学生の手で IT

を駆使した教材の作成ができるようインターネットアクセスも含めた整備が徐々に進んで

きている。また、助産に関するモデルを含む教育機材がドナーからの支援で少しずつ揃い始

めてきている。 

しかし、その一方で県病院附属看護学校などでは、コンピュータやプリンター等の提供さ

れた機材が倉庫に梱包されたまま放置されており、機材に対する知識をもった人材がいない

などの理由もあり、学校によって物品の活用状況に大きな差がみられている。 

 

表４－10 学校別 物品・機材提供リスト 

物品・機材 看護大学/新設 
看護大学/ 

アップグレード 

看護学校、看護

大学/既設 

コンピュータ 30 30 10 

プリンター 10 5 2 

スキャナー 10 5 1 

ラップトップコンピュータ 10 5 2 

エアコンディショナー 2 2 1 

コピー機 2 2 1 

プロジェクター（スタンド付） 5 5 1 

ファックス 2 2 1 

冷蔵庫 6 6 2 

テープレコーダー 2 2 2 

ビデオカメラ 1 1 1 

TV 4 4 1 

ポータブル拡声装置 5 5 1 

電気計器 2 2 1 

顕微鏡 10 5 3 
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OHP 10 5 2 

吸引器 5 5 2 

チャート 75 75 75 

モデル人形（新生児） 5 5 1 

人体骨格 5 5 1 

筋肉組織 5 5 1 

妊娠、出産原理 5 5 1 

心臓（循環器） 2 2 1 

モデル人形（成人） 2 2 1 

蘇生訓練モデル 2 2 1 

妊産婦検診用モデル 2 2 1 

胴体部モデル 2 2 1 

模型（部分） 2 2 1 

蘇生訓練モデル（成人、子供、乳幼児） 2 2 1 

産科用ファントーム 2 2 1 

目、耳、脳、聴覚の構造モデル 10 10 5 

滅菌備品 2 2 1 

血圧計 10 5 1 

聴診器 10 5 1 

計測器一式 10 5 1 

救急カート 10 5 1 

包交用具一式 10 5 1 

カテーテル類 1 5 1 

インターネットサーバー設備 1 予算あり 予算あり 

出所：OP26：Nursing Education and Service より JICA 調査団作成 

 

図書に関しては、同様に供与計画リスト

47
があり、英語の書籍が納品されているのが確認

できた。現状としては、教科書や図書に関しては不十分な学校がほとんどで、またほとんど

が英語であるため、教員が学生のためにベンガル語を用いた教材や資料を作成していた。図

書は古いものが多く、聞き取りでは教員、学生ともに図書の充実化の要望が多かった。 

教員以外のスタッフ（会計係、事務補助員、清掃職員、食事係、ドライバー等）に関して

は、ダッカ、チッタゴン看護大学では政府の規定枠

48
の人材がある程度確保されていた。し

かし、ポストベーシック看護大学や県病院附属看護学校においては、スタッフの数は少なく、

例えばバスが提供されていてもドライバーが確保されていないなど、十分な運営環境が整っ

ていない。学校によって差があるが、政府系機関においては看護大学の方が県病院付属学校

に比して、環境は整っている。 

学校管理・運営に関するガイドラインはなく、Ordinance や大学の附属であれば大学の基

                                                        
47 HPNSDP 2011-16 , OP26：Nursing Education and Service 
48 Annual Report, Directorate of Nursing Services（DNS）, 2010-2012 
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準・規則を基に運営が行われていた。ほとんどの学生が寮生活のため、寮の規則があり、時

間割、学生名簿、成績管理簿、出席表等は手書きのものが揃っていた。 

学生寮に関しては、部屋の確保はできているところが多かったが、老朽化した建物も多い。

また平均して学生の約 10％程度は男子生徒も在学しているが、女子学生を優先して入寮させ

る傾向にあり、男子用の寮が足りずに近くの民間施設などを代用しているケースもみられる。 

 

（2）私立看護教育機関 

演習室に関して看護教育機関の設置に係る条件

49
にあるように、看護大学では 7 つの演習

室が必要とされている。踏査したイースト・ウエスト看護大学・看護学校は、看護技術をは

じめとする 7 つの演習室に加え、図書室が整備され、学生寮も規則の下に運営されていた。 

チョッタグラム・マ・オシシュ病院附属看護学校は大学ではないが、学生 75 名に対し講

義室は 7 室ありスペースは確保されている。医学部と共同で使用する図書室、コンピュータ

室などがあり政府系の学校と比較すると教育環境は整えられている。演習室に関しては、公

立の看護学校の環境と類似しており、一度に多くの学生が学内で技術演習を行うスペースは

十分にない。 

踏査した機関には、学生は学費、ユニホーム、寮費が免除され、教科書も一部供与される

ことから、食費だけを自己負担すればよいところもあった。 

学校管理・運営に関する文書、学生規則などがあり、学籍簿、出席簿、成績管理簿、物品

リストなど運営に関する文書も整っている。教員が作成したシラバス、教材資料、一部支給

された教科書を使用している。 

 

                                                        
49 The guidelines for accreditation for private sector nursing collage/nursing institute and nursing course, 2008 as per the Bangladesh 

Nursing Council Ordinance（1983） 
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第５章第５章第５章第５章    医療機関における看護サービスの現状と課題医療機関における看護サービスの現状と課題医療機関における看護サービスの現状と課題医療機関における看護サービスの現状と課題 

 

５－１ 病院における看護サービスの実情 

本調査の現地踏査で収集した情報を基に、附属病院等における臨床看護サービスの実情を以下

に述べる。 

 

（1）患者数に対する看護師の数 

ダッカ及びチッタゴン医科大学病院は、三次病院として国内でも比較的質の高いサービス

を受けることができるとの定評がある。救急外来は患者受入拒否をしない理念を掲げており、

人々にも深く浸透しているため、例えばダッカ医科大学病院の救急外来は、1 日平均約 1,000

名の患者を受け入れる。そのうち約 6 割強が入院しており、常に病床占有率が 130～200％に

達している。 

2010 年のデータでは

50
、看護師 1 人当たりの患者数は、1：13（日勤）（国際基準：一般病

床では 1：4）である。本調査で踏査したダッカ、チッタゴン医科大学での看護師 1 人当たり

の患者数は、病院のベッド数から換算すると 2.5～3.8 名であるが、130～200％という病床占

有率から換算するとその倍近い患者に対応していることになる。また通常 3 交代（8～14 時、

14～20 時、20～8 時）のシフトが組まれていることから、一般病棟では日勤帯（8～14 時）

で、50～100 床に 2～3 名の看護師、1～2 名の医師が配置されていることが多く、集中治療

室（Intensive Care Unit：ICU）、冠動脈疾患集中治療室（Coronary Care Unit：CCU）、新生児

集中治療室（Neonatal Intensive Care Unit：NICU）や急性期（心疾患・循環器病棟）などでは、

25～30 床に 3～4 名の看護師、2 名の医師が配置されていることが多かった。 

ダッカ近郊のムンシガニ県病院では、現地踏査時には 100 床のベッドはほぼ満床であった

が、都市部の医科大学病院のように、床に患者が寝かされているような状況ではなかった。

外来患者は、1 日平均 150～175 名程度で、日勤帯の看護師 1 名が 25～50 床を担当していた。

一方、250床規模であるチッタゴンのコックスバザール医科大学・同県病院（Cox Bazar Medical 

College and District Sadar Hospital）では、病床占有率が 140％と高く、各病棟内の床に患者が

寝かされている状態である。同病院の新生児特別治療病棟（Special Care Newborn Unit：

SCANU）は、DGHS、日本、オーストラリア連邦（以下、「オーストラリア」と記す）、UNICEF

の支援を受けている主要病棟のひとつであるが、看護師の配置は 2～3 名程度で、主に母親

たちがインファントウォーマーの周囲に待機し、ケアしていた。 

チッタゴン市近郊にある 50 床のハタジャリ郡病院では、調査時 105％の病床占有率であっ

た。各病棟に配置されている看護師はそれぞれ 1 名程度であるが、病床数に基づく看護師 1

人当たりの患者数は、約 1：3 である。看護師の定員数 16 名に対し、現在 15 名が確保され

ており、他の同水準の病院より病床占有率や看護師の配置の面で環境は比較的良好である。 

 

 

                                                        
50 Human Resources Development data sheet, HRD Unit, Ministry of Health and Family Welfare, Bangladesh, 2011. 
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（2）看護師の業務範囲 

看護師の業務に関しては、「職務記述書（Job Description 2006）」のなかに規定されており、

医師からの指示をもとに、与薬、処置、状態観察などを行うことが主な業務である。しかし、

病院の運営形態、規模、レベルなどの環境の違いに加えて、看護師当人の研修等による卒後

教育の有無によって、その看護師の能力や実際に提供されるケア（業務）に違いがみられた。 

今回踏査した病院では、個別患者のカルテ（県病院では、重症者のみ）、医師の指示、処

方箋、検査結果等はそれぞれ記録したものがあったが、「看護記録」を導入・使用している

病院はほとんどなかった。そのため看護師が、患者の全体像や継時的な変化を捉えられてい

るのか疑問が残る。また県病院に相当する総合病院の病棟には血圧計がなく、水銀体温計も

1 本しかなく、規定された日常の看護業務を満足に実施できているとはいえない状況であっ

た。 

バングラデシュの公立病院では、看護師が患者の日常の世話にかかわることはほとんどな

い。日常生活の援助は家族が行っているのが通常であり、文化的・社会的に受け入れられて

いる模様である。病院によっては、日常生活の援助が必要な患者には家族による付き添いを

義務づけている場合もある。そのため、病室ではほとんどの患者に家族が付き添っている。

しかし、病棟には家族のために設けられた待合スペースがないため、家族は患者のベッドや

床、病室の廊下等で過ごしている

51
。 

また、踏査した官団員の報告からは、医師及び看護師による清潔操作などの手技が適切に

行われていないことも観察されており、感染管理の不徹底による患者への影響（感染リスク）

が懸念される（詳細は付属資料 3 第 1 次現地調査病院サービス団員所感参照）。 

一方、私立の病院では、病床管理が実現しており、看護師の人数・配置のバランスも公立

の病院に比べ適切である。患者の家族や友人による面会時間にも定めがあり、病棟に家族が

いない場合は、家族でなく看護師が患者の日常生活援助を行う場面もみられた。集中治療室

（ICU）や急性期病棟の一部では、ICU チャートの記録は看護師によって行われ、フィジカ

ルアセスメント、患者の状態把握、感染予防対策を適切に行うことのできる看護師もみられ

た。これら看護師は、年齢層も若く、卒後の資格がディプロマであっても、卒後教育のなか

で ICU 看護などの専門トレーニングを受けていた。 

Hadley ほか（2007）
52
が、18 病院で実施した看護師業務の Time-Study によると、政府系病

院では患者に直接ケアを提供している時間は全体の 5.3％で、32.4％は記録及び与薬準備や物

品管理等の時間、50.1％は病棟外にいる（雑談を含む看護業務以外）時間であった。私立系

/NGO の病院では、患者への直接的ケアに使う時間は全体の 22.7％であった。検温、口腔ケ

ア、清拭の看護ケアは、私立系/NGO の病院では看護師が行っていたが、政府系では家族が

実施するか実施が確認できなかったと報告されている。 

病院内では、一般的には医師の意見を絶対とする傾向があり、看護師の地位は相対的に低

く看護師が医師に対し専門的な意見をすることはないと考えられる。他方、病院内の医師と

の関係や看護師の技術レベルによっては、看護師が外科手術後縫合などを依頼される場合も

                                                        
51 医科大学病院の規則では、患者への付き添いは 1 名のみ（夜間の付き添いなし）と定められているが守られて

いない。看護師の絶対的な不足もあり、1 名以上の家族の付き添いが常態化しているのが実際である。 
52 Hadley, M.B., et al., Why Bangladeshi nurses avoids 'nursing': Social and structural factors on hospital wards in 

Bangladesh. Social Science and Medicine, 2007. 64（6）: p. 1166-1177. 
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あり、看護師の業務範囲の曖昧さが明らかになっている

53
。 

 

（3）看護師の地位 

バングラデシュにおいては、これまで看護行為は社会の下層の人たちの仕事とみなされて

きた。ムスリム教の社会で女性が夜働くことや家族以外の身体に触れること等への文化的な

スティグマ（Stigma）は現在でも存在する

54
 

55
。 

 

５－２ 看護業務の標準化に向けた取り組み 

（1）看護管理 

看護部は、看護部長（Nursing Superintendent）をトップとし、副部長（Deputy Nursing 

Superintendent）、看護師長（Nursing Supervisor）、シニア看護師（Senior Staff Nurse）、スタッ

フ看護師（Staff Nurse）で構成されている。「Job Description 2006」にあるように、看護部に

は病棟における看護サービス全体を管理する機能がある。日々各病棟から報告される病棟管

理日誌を通じて患者の数と健康状況を把握し、それと照らして看護師の数、教育レベル、配

置・シフト等を考え、適切なケアができるように、臨床の看護師に指示・指導することが役

割である。 

看護業務のスタンダードを示し、必要に応じマニュアルを整備するなども看護部に求めら

れる。病院は、病院独自の理念・目的をもって運営されている。看護部は、その理念に沿い

つつ看護部としての看護の目標を明らかにし、自律的に看護サービスを実践していくことが

望ましいとされる

56
。しかし、今回踏査した病院では、看護部が独自の理念・目的・目標等

まで設定した例はみられず、所属大学、附属病院の運営規程などに従って業務を行っていた。

また大学病院レベルの看護部であっても、所属する看護師の数や教育レベルの把握ができて

いない。看護サービスを提供するうえでも重要となる患者の統計情報（外来数、入院数、平

均在院日数等）も乏しいことから、計画的な業務を自律的に行う能力は備えていないといえ

る。多くの病院で看護部はあるものの、医師の看護部の活動に対する認識は一般的に低く、

「何をしているか分からない」などの声も一部聞かれた。 

 

（2）病床管理 

これまでみてきたように、公立の大学附属病院や県病院は、日常的に病床数以上の患者が

入院している。特にダッカやチッタゴン医科大学病院では、救急外来の受入拒否をしない理

念を掲げていることから、毎日のように 1,000 名規模の患者が訪れる。しかし、医師・看護

師の不足から、救急外来での適切なトリアージ・処置（医師、看護師の確保も必要）がなさ

れず、「とりあえず入院させる」ケースも多く、入院の必要性がない患者まで入院させてい

る可能性がある。また同様の理由から平均在院日数も 20 日と日本での一般的な平均日数に

比べて長い。 

                                                        
53 青年海外協力隊（看護隊員）からの聞き取り。 
54 Hadley, M.B., et al., Why Bangladeshi nurses avoid 'nursing': Social and structural factors on hospital wards in Bangladesh. Social 

Science and Medicine, 2007. 64（6）: p. 1166-1177. 
55 Hadley, M.B. and A. Roques, Nursing in Bangladesh: Rhetoric and reality. Social Science and Medicine, 2007. 64（6）: p. 1153-1165. 
56 永野貞他, 看護管理の定義, WHO 看護管理セミナー, 日本看護協会出版部、p5-6,1963 
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対して、ムンシガニ県病院（100 床）やチッタゴン市近郊にあるハタジャリ郡病院（50 床）

などの第二次病院の病床占有率は、それぞれ 92％、105％であり比較的適正な入院患者数で

あった。ハタジャリ郡病院の郡健康家族計画官（Upazila Health and Family Planning Officer：

UHFPO）の部屋には、入退院数、患者数、主要疾患、予防接種率、家族福祉訪問員（FWV）

や保健補助員（HA）をはじめとする地域の保健人材数など、多くの情報がよく見える位置

に掲示されており、定期的に管理がなされていた。 

また、チッタゴンにある私立医科大学病院は、病床のコントロールがなされており、入院

環境は公立の医科大学病院と比較しても整っていた。 
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第６章第６章第６章第６章    日本とバングラデシュの看護職による意見交換会日本とバングラデシュの看護職による意見交換会日本とバングラデシュの看護職による意見交換会日本とバングラデシュの看護職による意見交換会 

 

本調査期間中、現地踏査や資料収集のみでは補いきれない実務者の意見を聴取することを主な

目的として、バングラデシュ看護関係者との意見交換会を実施した。以下、記録のため詳細を報

告する。 

 

（1）日時/場所：2014 年 5 月 6 日 於 ダッカ看護大学 

 

（2）参加者 

1）バングラデシュ側 

・ バングラデシュ看護審議会 レジスタラー 

・ 看護サービス局 プロジェクトオフィサー 

・ ダッカ看護大学 学長 

・ ダッカ看護大学 教員 3 名 

・ モハカリ看護大学 学長 

・ ミットフォード看護学校 学校長 

・ ミットフォード病院 副看護部長 

・ ダッカ医科大付属病院 看護部長 

 

2）日本側 

・ 岡田 彩子 看護教育団員 兵庫県立大学看護学部准教授 

・ 渡邊 聡子 母性保護学団員 

・ 望月 経子 看護行政団員 

・ 平岡 久和 協力計画団員 JICA 人間開発部保健第四課 

・ 田中 顕治 JICA バングラデシュ事務所 所員 

・ 恒川 恵子 JICA バングラデシュ事務所 

・ 村松 啓子 コンサルタント 

・ アラム 通訳 

 

（3）テーマ 

意見交換は以下の 3 グループに分かれて行った。 

 

① グループ 1 

看護にかかわる政策、教育制度等の整備から看護師育成強化、看護職の地位の向上等に

ついて 

② グループ 2 

学生の質の向上に向けた現状の取り組みと教員不足などの課題について 

③ グループ 3 

「現場における看護師の価値について」「学士看護師とはどうあるべきか」「臨床実習の

問題」  
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（4）協議記録 

＜グループ 1＞ 

・ 現在は看護ポリシー（政策というより、看護に関する方針という意味でのポリシーと思

われる）が存在していない（1999 年以降改訂・策定されていない）。 

・ カナダが看護人材情報整備や看護管理の分野において下位レベルの支援をしているが、

今後は国レベル（看護サービス局及び MoHFW 上部）の看護政策や方針に意見を反映す

るための支援が必要であろう。 

・ 看護に関する方針や、公務員制度のなかでの昇進制度が看護に対してはほとんどないた

めに、看護職に就く動機づけに欠ける。看護職が責任と地位のある立場に配置されるべ

きであろう。 

・ 教育制度に関しては、現在看護学士課程は医科大に付属している状況で独立・自律性が

ない。将来的には大学の看護学部として分類されるべきであろう。そのための政府の方

針が必要。 

・ （大学）看護学部設立のためには、基準を設定することが必要（これも方針内に組み込

まれるべき）。 

・ 看護大学内に学科の設置が必要。そのためには公務員としての教員枠が必要。 

・ すべての面で能力強化が必要。 

・ 質向上をする場合は継続性を考慮し、制度化することが肝要。ドナーが支援して質の改

善の努力をしても、看護サービス局に蓄積として残らない。 

・ （看護の）質が中心課題であるべきだが、現状では質への配慮が欠けている。期待され

る（看護の）質と現実にはかなりの差が存在する。 

・ MoHFW と教育機関（看護大、学校）と病院間の協調がない。 

・ 保健人材計画に沿った人材配置が必要だが、計画が不在。 

・ メンター及び監督者が必要。看護職の実情を評価指導できない。看護大学において制度

的持続可能性（Institutional Sustainability）が残らない。制度化するべき。 

・ 「看護師として誇りをもっている」ので、学生にも専門職（キャリア）として看護師を

誇りに思ってほしい。 

・ 看護師は保健医療システムのなかでのリーダーシップをとるべきである。 

 

＜グループ 2＞ 

・ 看護教育で重要な価値観は、①患者に共感するケア、②人々のケアへの献身的な態度、

及び、③自発的な態度 

・ 学生は看護とは何であるべきか、また、人々をケアする態度を学ぶべきである。 

・ 看護教員は学生の模範となる存在である。 

・ 入学審査は現在、高校卒業生が受験する統一試験の得点を基準に実施されており、二次

試験はない。統一試験で高得点をとるのは、現行の入学審査では看護師になるための素

質の有無や動機を分かりえないため、学生のなかには明らかに看護師として不適格な態

度をもつものもある。 

・ 学士課程（理数系）は履修科目及び学習時間が多く、一定の基礎学力と自発力を必要と

するが、その能力がなく入学してくるものが 1 割程度みられる。 
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・ 看護大学入学審査に、医科大で施行されているような、面接試験を課し学生の素質を審

査できるとよい。 

・ 学士課程を実施するためには、学科ごと（基礎看護、専門看護、母性看護等のように）

の教員が必要である。 

・ 現状では増員した看護学生数に対する教員の数が絶対的に不足している。 

・ 教育方法の開発に対し技術支援が必要。 

・ 教材や補助教材が不足している。施設が未整備なので改善が必要。具体的には図書館が

なく、教室や寮も学生数に見合っていない、または老朽化しており、現在の学生のニー

ズを満たしていない。 

・ 看護研究科も必要となるだろう。 

・ 現状では、看護大学と看護学生が臨地実習を受ける病院間のコミュニケーションがほと

んどない状況であり、改善が必要。 

・ 教員は以下のことをみることで満足感を得る。①学生が自信をもって学習内容を発表し

ている、②学生が率先して学習に取り組む、③学生が共感している、④学生が会得した

技術を実施している。 

・ 将来的に、教員が望むことは、①看護の社会的地位が上昇すること、②良質の学生がキ

ャリアとして看護師を選択すること、③看護師が社会的に影響力のある職業になること、

④看護師がリーダーシップをとること、⑤看護師が現状より（医師から独立し）仕事が

できるようになること。 

 

＜グループ 3＞ 

設問 1：現場における看護師の価値について 

・ 患者ニーズを知ることができること 

・ 患者の重症度に応じたトリアージができること（患者が多すぎるため） 

・ OJT で学士看護師（新人）とディプロマ看護師（ベテラン）との相互教育が必

要 

 

設問 2：学士看護師とはどうあるべきか 

・ より深い研修を受けている人材である（ディプロマ看護師との比較と思料）。 

・ 卒業までの看護師としての熟度が高い。 

・ 学士看護師の臨地実習は改善されるべきと思う（看護師不足の問題があること

と関係）。 

・ 現任教育・継続教育が必要 

・ 「指導→モニタリング・評価」のシステムがより確実なものであるべきと思う。 

・ 第三者による監査（inspection）と指導（instruction）がないため、経験不足のま

ま看護師になっているように感じる。 

 

設問 3：臨床実習の問題 

・ 少数の学生のみが実習を享受できるという機会公平性がない。 

・ 大学と実習病院の調整がもっとあるべきである。 
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・ 第三者機関による看護臨床実習に係る検査や指導がない。 

・ 夕方 10 人の学生が来ても診るべき患者がいないという状況がある。朝など患者

で混む時間帯に実習に来てほしい。 

・ 大学と実習病院間で調整がないため経験のある病院看護師による指導が生かせ

てない。 

・ 管理者レベルによるリーダーシップがない。 

・ 看護師が不足しており、実習指導をする余裕はないかもしれない。 

 

総論・まとめ 

・ 将来を見据えた遠望（Vision）が定まっていない。 

・ 確立した看護ケア（quailed care）を提供できるようになるべき。 

・ 全人的なケア（Holistic care）を行うべき。具体的には physical、Mental、

Psycho-social、spiritual な面をサポートできること。 

・ 就職先の病院で、先輩を見て新人は育つため、正しいことを学校で習っても影

響されて流されてしまう。 

 

この意見交換会を通して、調査団は看護教育及び臨床現場の現状と課題を再確認するのみなら

ず、バングラデシュの看護職の方々が抱く将来的な希望についても考えを引き出すことができた。

これらは次章で述べるわが国による支援内容の提言に大きな示唆を与えるものであり、大変有意

義な機会となった。 
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第７章第７章第７章第７章    結論と提言結論と提言結論と提言結論と提言 

 

第 2 章から第 6 章にかけてバングラデシュの保健セクターの全体像から、看護分野に注目して

行政、教育機関、臨地実習の現況について述べてきた。本章ではこれらを踏まえて、それらが抱

える課題と対応策、そして日本の支援の方向性について提言を試みる。 

 

７－１ 課題と対応策 

バングラデシュ保健セクター戦略である HPNSDP 2011-2016 では、「看護助産人材の数の拡充」

が医療・保健分野の最優先的政策課題として位置づけられており、2016 年までの人材育成目標と、

看護助産ポストの充足目標が示されている。現ハシナ首相の就任当時のコミットメントであった

看護師ポストの量的な拡充も実現しており、看護師の空席率は、2013 年 9 月以前の 41％から 21％

へ減少している。 

こうした数の充足が進められる一方で、バングラデシュ特有の医療体制や保健人材の現状をか

んがみたうえで、「看護師はどのような能力をもち、医師その他医療関係者間での看護師の役割

はいかにあるべきか」という、バングラデシュにおける看護師のあり方について、国の方針や考

えは必ずしも示されていない。このため、一部の民間看護学校・大学を除き、多くの看護教育機

関では学生の定員が増え、カリキュラム・教科内容は比較的新しいものに改められるなどするも

のの、めざすべき看護師像は旧態依然としたままで、時代の要請に応えるための指針を欠いたま

ま、人数の充足のみが急ピッチで進められているといえる。結果、勤務する臨床現場、行政現場

の実際と教育された内容との乖離がみられ、それに対する課題意識は教育現場関係者の間で認識

されているものの、埋まらない状態が続いている。また卒業後の進路、看護師としての将来像が

みえにくい。 

では、中央政府からの指針を待たずとも、各大学・看護学校が独自の教育理念を掲げるのはど

うか。調べた限りでは、大学間・看護学校間の交流はあり、バングラデシュ看護協会などの職能

団体も存在するものの、活動としての実態はあまり活発ではない。一部の私立大学など独自の教

育指針を示す例もみられるが、公立系大学ではカリキュラムにすべてを委ねる傾向である。また、

公的医療機関は財政から人材まで医療サービスを提供するためのリソースはほとんどを中央政

府に依存せねばならず、施設維持・運営に係る決定権やそのための予算措置が最小限である。こ

のことが中央依存性を生んでいる可能性も高い。 

看護教育に関しては、第 4 章で詳しく述べた。教育内容・入学要件の見直しがなされ、学生定

員の増加による量の拡大のみならず、質の強化が図られている。他方、看護人材の育成が急がれ

るなかで、学生定員数の増加に対して教員の補充が十分でなく、質の強化には満足につながらな

いことが懸念される。前述のとおり、実習課程の内容が必ずしも学生の学びを重視した環境の下

で実践できておらず、大きな課題のひとつである。 

また、実習を受ける臨床現場の質の改善も課題である。長年実施されている 2 年制ポストベー

シック学士課程は In-service Training のひとつとして重要になるが、学士号の追加取得をめざすこ

の制度以外にも、臨床現場である病院看護部が主体的に行う現職研修も必要であろう。今後、2008

年に新設された 4 年制看護助産学士課程の卒業生が増加するに従って、看護師の基礎的な能力が

向上することが期待されるが、勤務する臨床現場、行政現場の実際と教育された内容との乖離を

埋める努力が求められる。 
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上記のとおり、今後の看護人材の拡充とサービスの質の向上に向けて、取り組むべき大きな課

題は看護行政、看護教育、臨地実習の 3 つの分野に大別される。以下に、それぞれ考え得る対応

策を挙げたい。 

 

（1）看護行政機能の強化 

医療制度及び保健人材の長期的な戦略は、現在 HPNSDP の事業計画のなかでも策定に向け

て取り組まれている。看護人材もこの全体計画の一部に位置づけられるものであるが、その

策定状況を注視しつつも、看護に直接携わる実務関係者の指針の早急な策定が急がれる。ま

た、行政の役割として、学生数の拡充に比べて手薄になりがちな教育の質の確保が必要であ

り、監督・指導する既存のシステムの改善、必要に応じて強化が望ましい。 

とりわけ 2008 年から新たに導入された看護学士課程は、将来、自国にふさわしい看護の

あり方を考え、それを実践し、看護分野でリーダーシップをとることができる人材を育成す

る使命があると考え、施策を強化する必要があろう。 

 

（2）看護大学の教育環境改善 

看護の指針が示され、制度が整えられようとも、実際の教育現場で人材育成にあたるのは

教員である。教員の人数不足は引き続き政策・行政課題として捉えつつも、新たに導入され

た学士カリキュラムを教える教員の能力強化が並行して求められる。具体的には教科知識の

補強、教授法の強化、看護技術指導、カリキュラムを運用するための学習計画（シラバス）

の作成・見直し等である。教員の能力強化を目的とした日本や第三国での研修も有効であろ

う。 

また、教材開発・施設整備も必要である。バングラデシュの社会慣習や臨床現場の実情に

適合した教材、教授法を考える。多くの教材は海外からの専門図書であり、バングラデシュ

のコンテキストを考慮して編纂しなおした実践的な入門書、指導書のニーズが高いと考えら

れる。既に現行の課程において、看護過程の展開、クリティカルシンキング能力を活用した

実習が行われており、学生が教材開発に取り組む例があることから、それらの活用も考えら

れる。 

 

（3）看護臨地実習機関（病院）の教育環境改善 

バングラデシュの多くの病院では医療スタッフ（医師・看護師等）の人員不足が深刻なた

め、臨地実習に参加する実習学生もマンパワーとなって業務を行うことが期待され、また常

態化している。これを改善するためには、教育機関と実習受入病院が連携し、実習はあくま

で教育目的のものであり、学生の学びを第一とするよう目標を共有するところから始める必

要がある。学校と病院（看護部）との関係構築である。 

次に学校側、受け入れ病院側双方で実習責任者を置くなど、実施体制を整えることである。

実習に入ると学生の日常指導は臨床現場の看護師に移るため、学生への教育的指導が現場の

看護師に期待される。学校側から病院看護部へ指導単元、実習の目的を丁寧に説明すること

と併せて、病院看護部が担当看護師に指導法の研修などを実施することも求められるかもし

れない。これらは現職看護師自身の臨床能力を強化することにもつながる。 



 

－66－ 

 

７－２ 日本による看護人材育成分野への支援可能性 

本調査の結果から、看護師育成に係る看護行政、教育機関、臨地実習における課題と対策が導

かれた。とりわけ 2008 年から導入された看護学士課程の卒業者は、将来の看護分野のリーダー

的存在としての活躍が期待されることから、看護教育の強化が重要である。 

これまでの調査結果を基に、行政・教育・臨地実習の 3 方向から、「看護学士課程の教育の質

の向上」を目標とするわが国による技術協力プロジェクトのデザインを提案する。 

    

（1）協力の枠組み（案） 

1）上位目標と指標：看護学士課程卒業生が看護の質を向上させる。 

【指標】看護学士課程卒業生が看護師として業務に携わる数 

看護サービス利用者による看護サービスへの評価 

 

2）プロジェクト目標と指標：看護学士課程の教育の質が向上する。 

【指標】対象看護大学での卒業率、教育に対する学生の満足度 

 

3）成果 1：看護学士課程に関する行政機能が強化される。 

成果 2：対象大学における看護学士課程の教育環境が改善する。 

成果 3：看護臨地実習の環境が改善する。 

 

4）活動 

1-1．現在の看護行政機能を明確化するため情報収集・分析を行う。 

1-2．看護師の役割、将来像及び学士看護師の役割を明らかにする。 

1-3．看護教育の質をモニタリングするシステムを構築する。 

1-4．看護の専門性を啓発する。 

2-1．教員開発（Faculty Development）に関する講義・演習・臨地実習の現状 

を明確にする。 

2-2．教員開発の課題に対する改善策を検討する。 

2-3．改善策に基づいた教員開発を実施する。 

2-4．臨地実習体制を構築する。 

3-1．臨地実習病院における看護部の現状についてのアセスメントを行う。 

3-2．看護部の理念・目標を明確化する。 

3-3．臨地実習環境の改善に向けた看護部の方針を確認する 。 

3-4．策定した方針の実現のための活動計画を立案する。 

3-5．臨地実習病棟において策定した活動計画に基づく活動を行う。 

 

行政・教育・実習の 3 つのアプローチを取ることで、プロジェクト実施対象の看護大学

の教育水準が向上し、最終的には看護学士課程の卒業生が実際の臨床現場でのサービスの

質を向上させることをめざす。活動は 3 つのアプローチごとに挙げているが、いずれも相

互に結びついており、教育の質向上につながるように設計している（付属資料 8：プロジ
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ェクトイメージ図参照）。 

いずれの活動も第一に現状の実態把握と分析から取り組むこととしている。これら初期

の活動を通じて、カウンターパートと課題認識を共有し、対応策を共同で策定し実行に移

すことが各組織の能力強化に不可欠であると考えたためである。 

また、前述のとおり看護教育分野では私立系大学が独自の教育理念を掲げ、教育を実践

する例がみられることから、行政が看護教育プラットフォーム（仮称）などを設立し、広

く民間から有識者を招いて将来の看護教育のあり方を検討する活動なども望ましい。こう

した活動の成果は 4）活動 1-4 で挙げたような社会啓発活動等を通じて、看護師の地位向

上をめざして広く発信していくこと、とした。 

 

（2）ターゲット・グループ 

・ 行政機関：保健家族福祉省（MoHFW）看護サービス局（DNS）、バングラデシュ看護審

議会（BNC） 

・ 教育機関：ダッカ看護大学ほか学士教育提供大学 

・ 臨地実習：実習先病院看護部 

提案プロジェクトのターゲット・グループは、関連する行政機関職員、教育機関に勤務す

る教官及び学生、臨地実習受入病院の臨床指導者とする。直接支援を行う教育機関はダッカ

看護大学とし、実習先の医科大学付属病院の看護部を実習強化のターゲットとして開始する。

ただし、ダッカ近辺の他大学（私立系含む）や全国の国立看護大学との交流や特別講義、教

員研修等の機会を通じて、支援を拡げるとともにバングラデシュ全体の看護教育への波及を

図ることを念頭に置くのがよいと思われる。 

 

（3）投 入 

1）バングラデシュ側 

① カウンターパートの配置 

② ローカルコスト 

③ プロジェクト事務所（執務スペース、電話回線、及び必要な環境） 

 

2）日本側 

① 専門家派遣 

・ 長期専門家（派遣期間 1 年以上、通常 2 年。1 回の延長可能性あり）4～5 名 

総  括：JICA にて人選（援助協調などを含めた全体管理を要する場合） 

看護行政：厚生労働省からの推薦を想定 

看護教育：兵庫県看護協会からの推薦を想定 

臨地実習：兵庫県看護協会からの推薦を想定 

業務調整員： JICA にて公募 

・ 短期専門家（1 年未満、通常 2 週間～数カ月）分野により年間 6～8 名 

基礎看護学、母性看護学など各教育分野 兵庫県看護協会からの推薦を想定 

・ 機材及びインフラ整備（一部供与機材＋実施中の円借款等） 

看護大学の修復・拡充、看護学生寮の拡充、演習室の整備 など 
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・ 日本や第三国での研修 

    

バングラデシュでは保健プログラムが実施されているため、プログラム全体を俯瞰したプ

ロジェクト運営管理、複数のドナーとの調整などが必要となるため、全体を総括する長期専

門家の配置が求められる。バングラデシュが抱える看護分野の課題を、行政、教育、臨地実

習の 3 つの分野から多角的にアプローチを行うため、それぞれの分野の専門家も長期派遣が

望ましい。ただし、看護教育については、各科目によって専門性が多種多様に及ぶため、長

期専門家に加えてそれぞれの専門分野の指導者を短期間繰り返し投入することが想定され

る。臨地実習については、長期専門家に加えて、プロジェクト開始後にボランティア（JOCV

及びシニア）の派遣の可能性も併せて検討可能である。 

なお、上述した技術協力プロジェクトについては、「Enhancing Clinical Nursing Practices and 

Service Delivery at Public Hospitals」（バングラデシュ政府によるプロジェクト仮称）として

2014 年 5 月 27 日付協議議事録（付属資料 9 参照）にて取りまとめられ、プロジェクト名称

及び PDM は継続協議中である。 

 

（4）事業実施体制及び国内支援体制 

これまで述べてきたように、本提案プロジェクトはバングラデシュにおける看護師のあり

方を模索しながら、行政、教育現場（講義・演習と臨地実習）を総合的に強化することをめ

ざす難度の高いプロジェクトである。JICA がバングラデシュ政府と共同で技術協力事業とし

てこの遂行にあたる場合、全体事業運営（年間活動計画の立案、活動状況のモニタリング、

予算管理、課題対応等）を行う Steering Committee/Project Implementation Committee の設置に

加え、行政・教育・臨地実習の 3 つのコンポーネントごとに必要に応じて小委員会を設け、

詳細協議を担うことも検討に値する。 

またあわせて、専門技術の指導・監督を強化し、適切かつ効率的なプロジェクトの実施を

図るため、国内支援委員会の設置が望ましい。 

 

７－３ わが国の協力プログラムの提言 

上述のわが国による提案プロジェクトを出発点に、ダッカ看護大学が看護学士育成機関の中心

的存在として機能強化されると想定し、その後の将来的な展望に触れておきたい。 

実践的な看護学士課程の確立がなされたならば、次なるステップは、全国の他の看護大学にも

同様の教育水準を実現させ、高い能力をもった看護人材をバングラデシュのスタンダードとして

標準化することにある。看護師の病院内での働き方は、従来の医師の指示にただ従うものだけで

はなく、独自の役割と判断力をもち、院内でなくてはならない存在として、その地位を全国で高

めていくことが期待される。 

こうした積み重ねの結果、看護職の社会的な役割は臨床現場で専門性を高めるにとどまらず、

行政職、研究職として発展していくならば、バングラデシュの看護分野は確固たる地位を築くに

違いない。国民により良い医療サービスを届けるために、看護分野における今後 20 年間の展望

として、付属資料 10 のとおり整理した（付属資料 10：看護支援 20 年構想）。 

バングラデシュの看護分野の発展を願って、締めくくりとしたい。 

 



付付付付    属属属属    資資資資    料料料料    

 

１．第 1 次現地調査看護行政団員所感  

 

２．第 1 次現地調査看護教育団員所感  

 

３．第 1 次現地調査病院サービス団員所感  

 

４．現地調査日程表  

 

５．面談先リスト  

 

６．看護教育機関・病院の踏査結果  

 

７．BNC による認定看護学校・看護大学リスト 

 

８．プロジェクトイメージ図  

 

９．2014 年 5 月 27 日付協議議事録  

 

10．看護支援 20 年構想  

 

11．収集資料リスト  
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４．患者サービス patient facilities  

病室環境 patients room, environment（curtain in room, waiting room, space for family etc.）

（observation） 

カーテン一部病室あり、待合室あり、家族は日中だけ付き添い夜間はいない（？）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■病院外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■救外除細動器     ■画損診断部 

デジタルX線撮影装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■救急外来処置室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■救外電気メス 
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４．臨床実習 Clinical Practice 

項目  あり/確認可能 なし 

（1）実習計画 Clinical practice plan スケジュールのみ  

（2）実習要項 Practice manual 目的、内容のレター  

（3）実習配置表 Placement of students in the hospital 

for clinical practice 
○ 

 

（4）実習オリエンテ

ーション 

Clinical practice orientation 

 

あり 実習前に説明会、

口頭試験をする。 

 

（5）実習調整会議 Clinical practice coordination meeting 各担当教員が、実習病棟

のインストラクターと

個別に実施。全体での実

施なし。 

 

（6）卒業時までに習

得しておくべき

看護技術項目規

定等 

Required nursing skills 

 

各教科で習得すべき技

術があり、各学年の定期

試験で技術項目を確認

する。 

 

 

５．施設設備 Facilities/ Equipment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■講義室 50 名教室 6 室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■寮 3～4 人部屋 清掃されている 
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■演習室 2 室 口頭試験中 

今年度、配置予定物品リストあり 14 項目、

助産関連マネキン類含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■演習室（ベッドは 2 台）助産関連の物品が

多い Equipment list of Upgraded Nursing collage 

from nursing Institute のものは政府から受け取

り済み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■教員作成の学習ノート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出席簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■週間実習スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開館時間 11:00～17:00 図書台帳あり、

貸出簿あり 

政府から配布の 1960～2010 年出版の本 

Office assistant が Librarian 兼任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基礎看護試験 

くじを引いて、口頭で答える。 
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■回復室の患者病歴（医師伝

票のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■回復室の医療廃棄物分別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ICU の患者カルテ（患者バ

イタル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■胃内視鏡（専門医講義兼） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■内視鏡室（消化器系のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■手術室 麻酔器・患者モニ

ター 
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■25 名教室 3 室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学生用コンピュータ 11、プロジェクター1、 

Video1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■演習室 2 室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図書室兼教室として使用 

 

 

Summary 

教育環境：教室数が少ないため、図書室を講義室として使用。演習室は、物品も含め Robi

からの支援でつくった Lab があるが、2 ベッドのみのため、2 つにクラスを分け学内演習

を行っている。 

 

教員：修士保持者、また若い教員も多い。科目数に対応するため教員が多くの科目を担当

するため負担が多く、教員増員を希望していた。教授に必要なマニュアルや実習関連ドキ

ュメント、運営管理用の名簿等も揃っている。授業内容も、かなりきちんとしていて、質

問形式で授業展開されていた。 

 

学生：学生が教科書を持っている（自分で購入）。基礎演習のなかで、コンピュータを使

っての教材作成などもできる。 
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（6）実習期間 Clinical practice periods in a year 20～8 時夜勤シフトあり、夜

勤後に座学を受けることは

ない。 

（7）年間総数 Annual total number of students accepted for 

clinical practice. 2～3 名/unit 

（8）病棟当たり数 Number of students per ward/unit 

（9）学生用設備（カンファレンスルーム、更衣室など）Facilities 

for the students（conference rooms, Locker rooms, etc.） 
なし 

1）実習教材 Educational materials for clinical practice なし 

2）実習方法 Method of clinical practice 

①実践 ③見学 ③実習記録・リフレクションノート 

 

４．患者サービス patient facilities 

 

■歯科 歯科医 1 名 歯科技師 2 名（Dip）患

者 40～50 人/日 

 

■救急外来 病棟に血圧計は見当たらず 救

外には 1 つだけ 

 

■患者カルテ 重症者のみ 

 

■救急外来アドミッション簿 1日 150～175人 
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６．施設設備 Facilities/ Equipment 

 

■教室 5 室 演習室 2 室 

 

■寮 8 人部屋 まずまずきれい 

 

■Equipment list of Upgraded Nursing collage 

from nursing Institute にあるような物品あり。

6 カ月放置 

 

■倉庫に置いたままの PC 

 

■Lesson Plan（BNC） 

 

■midwife カリキュラム シラバス （BNC） 
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■病院外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■CT 1 日平均 18～20 人、MRI 5 人検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オートクレーブ&トースター（ガラスの注射

器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■X-ray 1 日 250 人 10～12 台あるが動いて

いるのは 3 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■看護部 病床管理（ベッド

数、入退院数）、看護師数、病

院組織図、人材配置数を把握

している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■看護部より Job description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■看護部 すべての看護師の

登録 No、教育背景のデータを

整理中 BNC 報告用 
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（8）試験 Examination 中間（Jun）、最終（Jan）  

（9）学生への就職相談の

実施 
Employment consultation 

 
○ 

（10）学生への生活指導

（Tutor 等）の実施 
non-curricula guidance 

 
○ 

 

５．臨床実習 Clinical Practice  

項目  あり/確認可能 なし 

（1）実習計画 Clinical practice plan スケジュール表のみ  

（2）実習要項 Practice manual 目的、到達目標のみドキュメントあり  

（3）実習配置表 

Placement of students in 

the hospital for clinical 

practice 

講義 3 日、実習 3 日（実習時間：日 8

～14、準 14～20、夜 20～8 夜シフト

明けで授業に出る場合もあり 

 

（4）実習オリエンテ

ーション 

Clinical practice 

orientation 

 
○ 

（5）実習調整会議 
Clinical practice 

coordination meeting  

各担当教員が、実習病棟のインストラ

クターと個別に実施。全体での実施な

し。 

 

（6）卒業時までに習

得しておくべ

き看護技術項

目規定等 

Required nursing skills 
各教科で習得すべき技術があり、各学

年の定期試験で技術項目を確認する。 

 

 

６．施設設備 Facilities/ Equipment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■講義室（50 名収容 3 室、25 名収容 3 室） 

建物は広く、空き部屋もみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■解剖学 Lab このほか栄養 Lab あり 
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■基礎看護 演習室 ベッド 3台 マネキン 1 

演習物品もある程度確保されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■コンピュータ Lab 12 台 政府から提供さ

れたばかりの PC もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ホール（50 席） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■助産コース用演習室 

演習キット UNFPA から提供あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■BSc カリキュラムと教育モジュール（BNC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学籍簿 このほか出席簿、成績管理簿 手

書きであり 
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■政府から届いたばかりのコピー機、手書き

の機材表を作成している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■教員が作成した教科書（左）や授業案（右）

あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■看護継続教育研修センターが同敷地内にあ

る老年看護、心疾患看護の研修中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■6month Post-basic course in Midwifery 

5Batch の 20 名が在籍中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Summary 

教育環境：建物は大きく、ホールや教室のスペースはあり。演習室、栄養Lab、コンピュー

タLabなどの部屋の確保はできている。演習用物品はほかの学校と比較すると揃ってはいる

が、学生が十分に学内演習できるとはいえない（学内演習はあまり重視されていない）。新

校舎へ移動中であり、コンピュータLab等はまだ使用されている様子はなかった。政府から

の物品等は計画案にあるものが入ってきており、今年度受け取り予定物品も学校側が把握

していた。 

 

教員：臨床経験もあり、修士保持者が多く、教科書や講義に必要な教材もある程度作成し

ている。学籍簿、成績管理、出席簿などは手書きではあるが運営管理に必要なものは大体

揃っている。また、実習指導に使う時間を把握するのは非常に困難であるが、この学校で

は実習・寮・図書館と見回り担当教員の名前が記載された週間計画が作成されていた。 

教員からは、ポジション（学校長の下はinstructorの位置づけ、看護師と同じ）への不満、

教員数の不足、図書教材の不足の声が聞かれた。 

 

学生：教科書は持っていない。図書館の本と教員の配布した資料で学習している。 
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６．施設設備 Facilities/ Equipment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■授業 座学よりグループワークや発表の機

会が多い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域看護 テーマごとの健康教育案作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Midwifery アセスメントブック（左）、教員

が作成した授業ノート（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学生が作成した教材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■栄養 Lab 学生が作ったものも多い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■演習室 
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■成績管理簿 このほか 学

籍簿、出席簿あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■教員作成のコースガイド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図書室 とにかく本がほし

い（学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学生寮 250 人収容 男子生徒用はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■PC 室 インターネットアクセス可能 10 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

教育環境：教室、演習室の確保はされている。Post-basic のためか、グループワーク、発表

や教材作成等の教授法を多く用いている。インターネットで調べものができるようにして

あり、学生からは図書室の本を増やしてほしいとの要望があった。 

 

教員:教員の数が、欠員のままであり、ドライバーなど教員以外のサポートスタッフも少な

い。教員からは、ポジションやキャリアアップに対する不安が聞かれた（病院看護師と同

じであること、論文作成などアカデミックな活動ができない）。 

Bsc コースの脱落者が気になるが、Full-time の学生でなく、学習時間の確保が難しい可能

性がある。Diploma から BSc になっても、臨床現場で仕事の内容が変わるわけではないが、

Critical thinking や学生へ自分で考える力をつけさせるような教授法を工夫している様子

が見て取れた。 
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（6）卒業時まで

に習得して

おくべき看

護技術項目

規定等 

Required nursing skills 
各教科で習得すべき技術があり、各学年

の定期試験で技術項目を確認する。 

 

 

６．施設設備 Facilities/ Equipment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■講義室（25 名）7 室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■教科書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■演習室 ベッド２台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■栄養 Lab、そのほか Microbiology Lab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■演習室 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図書室 別棟の医科大図書室も使用可 
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■コンピュータ室 12 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■試験のガイドライン（BNC）  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

Summary 

教育環境：教室、寮、医学部と共同で使用する図書館、コンピュータへのアクセスなど

政府系学校と比較すると環境は整えられている。自分たちの教育した学生を雇用し、質

の良い看護師を確保したいと切望しており、大学の President をはじめ Committee メンバ

ーからも医師と協働できる看護師が必要とのコメントが聞かれた。BSc コースの認可の

ための審査が近日中に行われる予定。新病院、医科大学、看護学校や寮のための新棟を

建設中である。 

 

教員：Ba、Dip で構成されており、若い教員も多い。教材は、教員作成のものや一部支

給された教科書を使用。ベッドサイドティーチングという言葉が使われ（実習指導者が

常にいれば成立するが）、就業の一部という意識もあるため、見て学ぶという教授法が

基本である。ただ、病棟の看護師は、Dip レベルではあるが、専門分野の（ICU 看護、

小児看護等）卒後研修を受けており、公立病院に比べ入院患者の数もコントロールされ

ているため、ある程度のサービスを提供できていると考える。 

 

学生：3 日講義、3 日実習（夜勤シフトあり）で、楽なスケジュールではないが、就業

している意識も高い。視察中、2～3 名の Ns に学生が 1 名ついていて、比較的目が届い

ている印象を受けた。 
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（5）実習計画 Clinical practice plan / schedule ありとの回答（ただし詳細不明） 

（6）実習期間 Clinical practice periods in a year 6 カ月 

（7）年間総数Annual total number of students 

accepted for clinical practice. 
8～12 名/Unit（第 2 年次と第 3 年次） 

（8）病棟当たり数Number of students per 

ward/unit 

（9）学生用設備（カンファレンスルーム、

更衣室など）Facilities for the students

（conference rooms, Locker rooms, etc.） 

なし 

1）実習教材 Educational materials for clinical practice 

2）実習方法 Method of clinical practice：スーパーバイザーの指導による実践 

 

４．患者サービス patient facilities  

病室環境 patients room, environment（curtain in room, waiting room, space for family etc.）

（observation） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■病院外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

■病床管理表（院長室内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■待合スペースの様子（椅子

なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■病床管理表（ナースステー

ション） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■臨床実習中の学生と指導教

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■看護師の職務内容書（ Job 

Description）：MohFW 作成、配

布 
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■医療器具類（救急外来） ■管理表等の掲示物（救急外

来） 

■検査料金表 

■ 新 生 児 特 別 治 療 病 棟

（SCANU）：MoHFW（DGHS）、

日本、AusAid,、UNICEF の支

援 

■SCANU の様子：主に母親が

付き添っている。看護師は 2

名配置。 

■SCANU：使用されていない

保育器 

 

 

 
Summary 

病院サービス：250 床の病院にてベッド占有率が 140％と高く、各病棟内の床にも患者が寝て

いる状況がみられたが、一応院長室及び看護部では入退院数、間者数等の管理表が確認され

た。新生児特別治療病棟（わが国も含む複数のドナーによる支援あり）、画像診断部門等を中

心に視察したが、いずれも衛生管理、機材管理は十分とはいえなかった。 

 

看護部・看護師・臨床実習：病院長の話では、看護部のスーパーバイザーの指導の下に臨床

実習を行っている由で、各書類も揃っているとの話であったが、実際に直接確認できたのは

職務内容書（ベンガル語、MoHFW 作成）のみであり、指導内容について具体的な説明はなさ

れず、看護部の機能も脆弱と考えられる。視察中、学生と指導中の教官に話を聞く機会も得

たが、他の病院同様、やはり看護師不足で家族に患者ケアを依存せざるを得ない状況のなか

で、学生はマンパワーとしての位置づけが強いように思われた。卒後教育については、チッ

タゴン医科大学内の看護継続研修センターへ派遣しているとの回答であった。 



 

－140－ 

チッタゴン一般病院（Chittagong General Hospital） 

2014 年 4 月 1 日 

病院基礎情報 

Basic 

information 

ベッド数 Number of Beds 250 

入院患者数（年間）Number of inpatients/Year 9,421 

平均在院日数 Average length of stay（No. of days） 5～7 days 

ベッド占有率（％）Bed occupancy rates（％） 71.25％ 

外来患者数（年間）Number of outpatients/Year 172,632 

正常分娩数（年間）Number of normal deliveries/Year 874 

帝王切開数（年間）Number of caesarean sections/Year 724 

手 術 件 数 （ 年 間 ） Number of Operations without 

caesarean/Year 
2,445 

診療科 Departments（ Please provide an organizational 

chart） 
NA 

職員数 

Number of staff 

医師 Doctors 34 

医師補 Medical assistants NA 

看護師/助産師 Nurses / Midwives 79 

検査技師 Laboratory technicians 2 

Pharmacist 

Medical Technologist 

3 

2 

 

患者サービス patient facilities  

病室環境 patients room, environment（ curtain in room, waiting room, space for family etc.）

（observation） 

■看護部病床管理（ベッド数、

患者数） 

■診察室の様子 ■薬品管理表 
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